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論
文
集
成
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
一
七
五
五
年
ー
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
的
震
撼
ー

永
冶
日
出
雄

第
三
輯

緊
急
政
策
・
危
機
管
理
・
救
援
活
動

論
稿
三
ノ
五

緊
急
政
策
と
救
援
活
動
の
展
開
そ
の
一

震
災
第
八
日
か
ら
震
災
第
十
日
ま
で
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第
一
節

震
災
第
八
日
（
一
七
五
五
年
十
一
月
八
日
土
曜
日
）

一

余
震
の
頻
発

二

リ
ス
ボ
ン
参
事
会
役
員
へ
の
給
与
支
払

〔
補
論
〕
ポ
ル
ト
ガ
ル
自
由
都
市
の
特
質

三

尼
僧
院
へ
の
天
幕
貸
与

〔
補
論
〕
国
務
尚
書
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
の
去
就

四

カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
避
難
民
へ
の
食
糧
供
給

〔
補
論
〕
聖
女
イ
ザ
ベ
ラ
王
妃
へ
の
崇
敬

第
二
節

震
災
第
九
日
（
同
年
十
一
月
九
日
日
曜
日
）

一

緊
急
政
策
執
行
の
強
化

二

済
民
の
功
労
者

ラ
フ
ォ
エ
ン
ス
公
爵
兄
弟

第
三
節

震
災
第
十
日
（
同
年
十
一
月
十
日
月
曜
日
）

一

ス
ペ
イ
ン
駐
在
イ
ギ
リ
ス
大
使
キ
ー
ン
の
私
信

二

商
品
お
よ
び
労
務
の
価
格
規
制

三

セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
へ
の
救
援
強
化
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第
一
節

震
災
第
八
日
（
一
七
五
五
年
十
一
月
八
日
土
曜
日
）

一
、
余
震
の
頻
発

万
聖
節
か
ら
三
日
間
は
震
動
が
頻
発
し
、
そ
の
後
も
数
日
大
地
が
揺
れ
続
け
た
。
大
地
震
の
直
後
急
ぎ
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
へ
駆

け
つ
け
、
リ
ス
ボ
ン
市
庁
の
古
文
書
を
防
衛
し
た
史
官
モ
レ
イ
ラ
・
デ
・
メ
ン
ド
ン
サ
は
、
最
初
の
一
週
間
を
以
下
の
ご
と
く
記
録

す
る
。

【
第
五
九
九
項
】
大
地
震
直
後
の
二
四
時
間
に
は
大
地
が
間
断
な
く
震
動
を
続
け
、
毎
時
間
感
知
さ
れ
た
。
多
く
の
人
が
ま

た
も
揺
れ
た
と
思
い
、
大
地
震
の
恐
怖
か
ら
発
す
る
幻
想
と
疑
う
者
も
い
た
が
、
ス
ペ
イ
ン
で
も
や
は
り
揺
れ
が
認
め
ら
れ
た
。

私
の
観
察
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
震
動
は
最
初
の
三
日
間
頻
発
し
、
屋
内
で
も
は
っ
き
り
揺
れ
を
感
じ
た
が
、
当
初
ほ
ど
強
烈

で
は
な
か
っ
た
。
十
一
月
一
日
以
降
の
八
日
間
終
始
震
動
は
反
復
し
、
や
や
強
い
と
き
も
あ
っ
た
が
、
微
弱
な
も
の
は
感
じ
な

い
人
も
あ
っ
た
。

【
第
六
〇
〇
項
】
十
一
月
八
日
午
前
五
時
半
頃
強
烈
な
地
震
が
発
生
し
、
す
ぐ
に
終
わ
っ
た
。
こ
の
震
動
は
イ
ギ
リ
ス
で
も
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
沿
岸
六
〇
余
レ
グ
ル
ス
の
海
上
で
も
感
知
さ
れ
た
。
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モ
レ
イ
ラ
・
デ
・
メ
ン
ド
ン
サ
著
『
世
界
地
震
通
史
』

①

余
震
の
な
か
で
も
十
一
月
八
日
の
震
動
は
か
な
り
強
烈
で
、
ふ
た
り
の
リ
ス
ボ
ン
在
留
民
、
貿
易
商
ジ
ョ
コ
ン
ブ
と
あ
る
イ
ギ
リ

ス
人
貴
紳
の
被
災
日
誌
に
も
記
述
さ
れ
る
。
し
か
し
、
首
都
の
惨
憺
た
る
情
景
を
前
に
、
船
舶
の
運
航
が
再
開
さ
れ
、
国
外
か
ら
の

支
援
物
資
も
陸
揚
げ
さ
れ
た
。

ジ
ョ
コ
ン
ブ
の
被
災
日
記

十
一
月
八
日

轟
音
を
伴
う
不
気
味
な
地
震
が
朝
の
五
時
か
ら
半
時
間
続
い
た
が
、
大
き
な
被
害
は
な
か
っ
た
。
驚
愕
し
た
小
生
は
フ
ォ
ル

フ
ォ
ー
ド
様
と
埠
頭
へ
急
い
だ
が
、
し
ば
ら
く
待
機
し
て
半
時
間
の
ち
廻
船
に
乗
っ
た
。
ス
カ
ル
ボ
ロ
フ
出
身
の
ジ
ョ
ン
・
ハ

ー
ル
船
長
は
、
不
安
な
全
員
を
優
し
く
受
け
入
れ
た
。・
・
・
水
上
か
ら
見
渡
す
首
都
の
荒
廃
、
と
く
に
貿
易
商
の
居
留
地
は

凄
惨
な
様
相
で
あ
る
。
造
幣
局
と
兵
器
廠
は
別
と
し
て
、
教
会
、
修
道
院
、
宮
殿
、
等
々
が
す
べ
て
倒
壊
し
た
が
、
ベ
レ
ン
の

近
く
で
は
被
害
も
僅
か
と
感
じ
ら
れ
た
。
②
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あ
る
イ
ギ
リ
ス
人
貴
紳
の
被
災
日
誌

十
一
月
八
日

震
災
第
八
日
午
前
五
時
を
す
ぎ
た
頃
、
都
心
部
で
激
烈
な
地
震
が
発
生
し
、
王
宮
を
臨
む
埠
頭
も
異
常
に
揺
れ
た
。
そ
の
と

き
小
生
は
ま
さ
に
そ
れ
な
る
埠
頭
に
立
っ
て
い
た
。（
帰
国
船
に
乗
る
便
宜
を
考
え
、
前
日
の
午
後
ベ
レ
ン
を
離
れ
た
の
で
あ

る
。）
自
分
の
業
務
が
立
ち
直
れ
る
か
否
か
も
、
被
災
地
で
確
か
め
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
地
震
に
耐
え
た
造
作
も
海
へ
押
し

流
さ
れ
、
関
税
所
と
イ
ン
ド
商
務
院
の
残
骸
が
地
面
に
ま
で
倒
さ
れ
た
。
河
流
れ
二
十
メ
ー
ト
ル
の
高
波
に
四
度
上
昇
し
、
同

じ
規
模
で
沈
下
し
た
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
船
舶
が
船
荷
を
解
き
始
め
、
い
ま
た
魚
類
は
豊
富
に
な
っ
た
。
八
日
の
地

震
に
よ
る
大
き
な
被
害
は
、
造
幣
局
の
一
部
が
粉
砕
と
さ
れ
た
こ
と
と
、
公
私
い
ず
れ
の
大
建
造
物
で
も
骨
格
や
残
骸
が
地
に

墜
ち
た
こ
と
で
あ
る
。
①

フ
ラ
ン
ス
大
使
バ
ッ
シ
が
こ
の
日
外
務
長
官
ル
イ
ェ
に
向
け
第
二
信
で
は
、
手
短
か
で
は
あ
る
が
、
一
部
聖
職
者
の
妄
動
と
と
も

に
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
権
の
救
援
活
動
が
報
告
さ
れ
た
。

死
者
の
埋
葬
と
掠
奪
の
阻
止
に
よ
っ
て
首
都
の
安
全
を
維
持
す
べ
く
、
周
到
な
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
か
か
る
国
情
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の
な
か
で
説
教
師
ら
は
狂
信
の
極
み
に
は
至
ら
な
い
ま
で
も
、
無
為
を
募
ら
せ
る
弊
害
と
な
っ
て
い
ま
す
。
①

二

リ
ス
ボ
ン
参
事
会
構
成
員
へ
の
給
与
支
払

オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
編
『
リ
ス
ボ
ン
市
史
公
文
書
集
成
』
に
は
、
十
一
月
八
日
付
の
緊
急
政
策
と
し
て
三
件
の
参
事
会
会
頭
宛
勅
令
が

収
録
さ
れ
る
。
こ
の
日
発
せ
ら
れ
た
勅
令
は
、
参
事
会
・
公
吏
へ
の
給
与
先
払
い
、
尼
僧
院
へ
の
テ
ン
ト
貸
与
、
近
郊
避
難
民
へ
の

食
糧
供
給
を
命
ず
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
フ
エ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
に
は
震
災
第
八
日
付
の
公
文
書
が
見
当
た
ら
ず
、
こ

れ
ら
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
へ
の
勅
令
も
欠
如
し
て
い
る
。

▽
緊
急
政
策
第
四
八

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
八
日
の
一

リ
ス
ボ
ン
参
事
会
の
役
員
・
公
吏
に
対
す
る
給
与
先
払
い
を
同
参
事
会
会
頭
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
に
命
じ
る
勅
令

（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
不
採
録
）

【
勅
令
】

謹
白
。
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比
類
な
く
信
仰
深
き
国
王
陛
下
は
、
本
月
一
日
の
地
震
と
そ
の
災
害
に
よ
っ
て
リ
ス
ボ
ン
市
庁
参
事
会
の
役
員
よ
よ
び
公
吏

の
若
干
が
窮
乏
す
る
こ
と
に
心
痛
さ
れ
、
従
来
の
法
規
と
慣
例
に
囚
わ
れ
ず
、
同
参
事
会
の
財
源
に
よ
り
明
年
最
初
の
四
半
期

分
を
先
払
い
す
る
よ
う
、
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
に
命
じ
ら
れ
た
。
貴
官
に
神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
八
日

ベ
レ
ン
宮
廷
に
て

（
国
務
尚
書
）
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
・
エ
・
メ
ロ

（
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
）

①

都
市
自
治
体
リ
ス
ボ
ン
の
役
員
と
公
吏
に
関
し
て
も
、
多
数
の
構
成
員
が
あ
る
い
は
死
傷
者
と
な
り
、
あ
る
い
は
住
居
や
財
産
を

喪
失
し
た
。
自
己
の
生
活
す
ら
危
機
に
曝
さ
れ
た
要
員
を
、
経
済
的
に
支
え
る
こ
と
は
、
救
援
活
動
の
推
進
に
不
可
欠
な
施
策
で
あ

ろ
う
。
給
与
先
払
い
を
指
示
す
る
十
一
月
八
日
の
勅
令
は
、
非
常
事
態
に
お
け
る
副
次
的
な
対
処
で
は
あ
る
が
、
慧
眼
で
周
到
な
カ

ル
ヴ
ァ
リ
ョ
の
真
価
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

〔
補
論
〕

ポ
ル
ト
ガ
ル
自
由
都
市
の
特
質

金
七
紀
男
、「
中
世
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
都
市
共
同
体
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
起
源
と
そ
の
類
型
」『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』
第
三
八
号
、

①

一
九
八
八
年
。
二
六
二
ー
二
六
三
頁
。
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ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
都
市
に
つ
い
て
わ
が
国
で
は
、
ウ
エ
ー
バ
ー
や
ピ
レ
ン
ヌ
の
基
本
理
論
が
つ
と
に
摂
取
さ
れ
、
そ
の
後
も
イ

タ
リ
ア
、
ド
イ
ツ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
都
市
研
究
が
相
継
い
で
紹
介
さ
れ
た
。
ま
た
、
ケ
ル
ン
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
、

パ
リ
等
の
の
都
市
共
同
体
や
同
業
組
合
を
主
題
と
す
る
論
究
が
日
本
人
に
よ
っ
て
精
緻
に
仕
上
げ
ら
れ
た
。
と
は
い
え
、
イ
ベ
リ
ア

半
島
の
都
市
に
関
す
る
文
献
は
、
マ
ド
リ
ッ
ド
そ
の
他
に
係
わ
る
若
干
の
論
文
を
別
と
し
て
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。

イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
自
由
都
市
の
研
究
は
、
専
制
君
主
や
独
裁
政
権
と
の
対
決
の
な
か
で
醸
成
さ
れ
た
。
先
駆
と
も
言
う
べ

き
十
八
世
紀
の
著
名
な
歴
史
学
者
、
ア
レ
グ
サ
ン
ド
レ
・
エ
ル
ク
ラ
ー
ノ
に
よ
れ
ば
、
古
代
ロ
ー
マ
に
お
け
る
都
市
の
伝
統
が
、
民

族
大
移
動
や
レ
コ
ン
キ
ス
タ
を
経
て
、
中
世
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
受
け
継
が
れ
た
。
一
八
三
二
年
エ
ル
ク
ラ
ー
ノ
は
ド
ン
・
ミ
ゲ
ル
の

王
位
簒
奪
と
反
動
政
治
に
反
対
し
、
自
由
主
義
者
に
よ
る
ポ
ル
ト
攻
囲
に
参
戦
し
た
。
彼
の
主
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
、
君
主
制
の
起

源
か
ら
ア
フ
ォ
ン
ソ
三
世
の
御
世
ま
で
』
は
、
史
実
の
堅
実
な
記
録
と
中
正
な
解
釈
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
一
八
九
三

年
マ
ド
リ
ッ
ド
で
生
れ
た
中
世
史
家
サ
ン
チ
ェ
ス
＝
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
は
、
経
済
的
自
立
を
遂
げ
た
共
同
体
が
、
国
王
か
ら
裁
判
・
行

政
上
の
自
立
を
獲
得
し
た
事
実
こ
そ
、
自
由
都
市
の
起
源
で
あ
る
と
強
調
し
た
。

イ
ベ
リ
ア
半
島
の
都
市
自
治
体
を
論
証
し
た
画

①

期
的
論
文
「
ゴ
ー
ト
族
の
宮
廷
と
政
治
集
会
」
の
序
文
で
、
サ
ン
チ
ェ
ス
＝
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
は
都
市
研
究
へ
の
傾
注
と
ポ
ル
ト
ガ
ル

史
へ
の
着
目
に
つ
い
て
語
る
。
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歴
史
学
者
と
し
て
の
修
業
時
代
に
私
は
〈
ゴ
ー
ト
族
の
諸
都
市
〉
を
主
題
と
す
る
論
述
を
企
図
し
た
。
大
学
で
の
学
業
に
就

く
や
、
興
味
を
感
じ
ぬ
退
屈
な
授
業
に
打
ち
込
め
ず
、
や
が
て
積
年
に
わ
た
る
膨
大
な
公
文
書
を
図
書
館
の
書
庫
で
発
見
し
、

中
世
諸
都
市
の
古
文
書
や
十
六
世
紀
諸
都
市
の
年
代
記
を
耽
読
し
た
。
以
後
そ
う
し
た
集
会
の
関
す
る
文
献
を
調
べ
う
ち
に
、

史
学
界
の
泰
斗
エ
ド
ア
ル
ド
・
デ
・
ヒ
ノ
ジ
ョ
サ
か
ら
激
励
を
賜
り
、
畢
生
の
斯
業
と
し
て
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
（
ス
ペ
イ
ン
）
諸

都
市
の
源
流
と
草
創
に
関
す
る
研
究
を
始
め
た
。
こ
う
し
た
課
題
に
即
し
て
私
は
、
ゴ
ー
ト
族
の
さ
ま
ざ
ま
な
政
治
集
会
、
さ

ら
に
は
レ
オ
ン
王
国
お
よ
び
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
王
国
の
王
権
に
つ
い
て
探
究
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
級
の
史
料
と
評
価
で
き
る
数

々
の
文
書
を
か
く
発
掘
す
る
と
と
も
に
、
双
生
児
と
も
言
う
べ
き
ル
ジ
タ
ニ
ア
の
政
治
機
構
を
研
究
す
べ
く
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に

出
向
し
た
。
一
九
二
〇
年
余
は
数
個
の
論
文
を
纏
め
、『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
都
』
と
題
し
て
公
刊
し
、
他
方
〈
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
の

都
〉
に
つ
い
て
も
終
始
研
究
を
続
け
た
。
以
後
膨
大
な
史
料
の
収
集
と
課
題
へ
の
細
密
な
考
察
を
続
け
、
大
部
な
著
作
の
執
筆

へ
と
進
む
。
か
く
し
て
レ
コ
ン
キ
ス
タ
（
国
土
回
復
）
の
淵
源
、
な
ら
び
に
レ
オ
ン
お
よ
び
カ
ス
テ
ィ
リ
ャ
の
政
治
制
度
を
め

ぐ
る
総
合
的
研
究
が
、
な
に
よ
り
も
わ
が
人
生
に
夢
と
意
気
と
責
務
を
漲
ら
せ
、
学
術
振
興
大
賞
の
応
募
期
限
、
一
九
二
二
年

末
に
間
に
合
う
よ
う
、
そ
れ
を
部
分
的
に
仕
上
げ
た
。
長
大
な
私
の
論
文
に
コ
ヴ
ァ
ド
ン
ガ
学
術
大
賞
を
幸
運
に
も
授
け
ら
れ

た
が
、
期
限
に
制
約
さ
れ
た
提
出
原
稿
で
は
満
足
で
き
ず
、
壮
大
な
研
究
課
題
を
設
定
し
て
、
な
お
熟
知
せ
ぬ
種
々
の
史
実
を

徐
々
に
逐
一
考
究
し
た
の
で
あ
る
。

Claudio
Sánchez-A

lbornoz,ElA
ula

regia
y

las
A

sam
bleas

politicas
de

los
G

odos,C
uadernos

de
H

istoria
de

①

España,volune
V

,Buenos
A

ires,1946.pp.5-6.
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サ
ン
チ
ェ
ス
＝
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
「
ゴ
ー
ト
族
の
宮
廷
と
政
治
集
会
」(

一
九
四
六
年
）

①

著
名
な
中
世
史
家
で
あ
り
、
マ
ド
リ
ッ
ド
大
学
学
長
の
地
位
に
あ
っ
た
サ
ン
チ
ェ
ス
＝
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
は
、
一
九
三
一
年
共
和
国

政
府
に
国
民
教
育
相
と
し
て
入
閣
す
る
。
つ
い
で
一
九
三
六
年
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
抗
し
て
成
立
し
た
人
民
戦
線
政
府
の
も
と
で
ポ
ル
ト

ガ
ル
駐
在
ス
ペ
イ
ン
大
使
に
任
命
さ
れ
た
。
そ
の
二
年
後
フ
ラ
ン
コ
の
政
権
樹
立
に
支
援
を
表
明
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
独
裁
者
サ
ラ

ザ
ー
ル
は
、
リ
ス
ボ
ン
の
ス
ペ
イ
ン
大
使
館
を
軍
隊
に
包
囲
さ
れ
、
辛
く
も
サ
ン
チ
ェ
ス
＝
ア
ル
ボ
ル
ノ
ス
は
ボ
ル
ド
ー
へ
脱
出
す

る
。
一
九
四
〇
年
ド
イ
ツ
軍
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
占
領
以
降
は
、
さ
ら
に
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
や
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
へ
と
亡
命
を
続
け
る
。
こ

の
間
中
世
研
究
に
対
す
る
彼
の
熱
意
を
尽
力
は
絶
え
る
こ
と
な
く
、
政
治
的
に
も
一
九
六
二
年
か
ら
フ
ラ
ン
コ
逝
去
に
至
る
ま
で
ブ

エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
亡
命
政
府
の
首
相
を
務
め
た
。

エ
ル
ク
ラ
ー
ノ
は
著
書
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
』
に
お
い
て
多
様
な
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
（
都
市
共
同
体
）
を
原
初
型
、
不
完
全
型
、
完
全

型
の
三
類
型
に
大
別
し
、
完
全
型
を
さ
ら
に
小
分
け
し
て
そ
の
第
一
を
リ
ス
ボ
ン
型
、
そ
の
第
三
を
サ
ラ
マ
ン
カ
型
と
名
づ
け
た
。

こ
の
分
類
は
二
十
世
紀
の
歴
史
学
者
ト
ル
ク
ア
ト
・
ソ
ア
レ
ス
に
も
発
展
的
に
継
承
さ
れ
、
自
由
都
市
の
歴
史
に
お
け
る
リ
ス
ボ
ン



金
七
紀
男
、「
中
世
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
都
市
共
同
体
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
起
源
と
そ
の
類
型
」『
東
京
外
国
語
大
学
論
集
』

第
三
八
号
、

①

一
九
八
八
年
。
二
六
五
ー
二
六
八
頁
。

11/52

の
重
要
性
を
感
じ
さ
せ
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
踏
ま
え
た
金
七
紀
男
の
論
文
は
、
自
由
都
市
に
関
す
る
貴
重
な
文
献
で
あ

①

っ
て
、
都
市
共
同
体
と
し
て
特
質
が
さ
ら
に
つ
ぎ
の
と
お
り
明
確
に
さ
れ
る
。

近
年
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
中
世
の
心
性
史
研
究
に
新
し
い
分
野
を
開
拓
し
て
い
る
ジ
ョ
ゼ
・
マ
ト
ー
ゾ

は
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
研

究
に
お
け
る
〈
政
治
人
類
学
〉
の
必
要
を
説
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
典
型
を
次
の
よ
う
に
、
①
コ
ン
セ
ー
リ

ョ
の
法
規
に
お
け
る
罰
則
規
定
の
優
位
、
②
隣
接
共
同
体
と
の
敵
対
関
係
、
③
森
林
・
牧
場
・
風
車
・
水
な
ど
共
同
の
重
要
な

生
産
手
段
の
利
用
規
制
、
④
物
価
の
統
制
、
⑤

親
族
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
連
結
、
の
要
素
を
備
え
た
も
の
と
す
る
。

さ
ら
に
、

コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
特
徴
と
し
て
、
①
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
自
立
性
は
、
自
ら
の
役
人
を
選
び,

固
有
の
法
律

(

そ
れ
が
慣
習
法
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
れ
）
を
つ
く
り
、
財
政
・
司
法
制
度
を
確
立
し,

自
ら
の
軍
隊
を
組
織
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て

い
る
、
②
住
民
は
生
産
手
段
の
所
有
者
で
あ
る
こ
と
を
保
証
さ
れ
て
い
る
、
③

コ
ン
セ
ー
リ
ョ
内
部
で
の
特
権
者
を
排
除
す

る
、
あ
る
い
は
特
権
行
為
を
禁
止
す
る
、
を
挙
げ
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
が
中
世
社
会
に
お
い
て
荘
園
と
は
異
な
る
独
自
の
性
格
を

持
っ
た
団
体
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。〈
中
略
〉

程
度
の
差
は
あ
れ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
都
市
の
基
本
的
要

素
と
し
て
掲
げ
る
自
律
性
と
自
首
性
を
備
え
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
都
市
ゲ
マ
イ
ン
デ
で
あ
る
と
断
言
で
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き
る
。
こ
の
場
合
、
農
村
型
あ
る
い
は
原
初
型
、
一
部
の
不
完
全
型
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
、
経
済
的
に
は
都
市
の
名
に
値
し
な
い

が
、
政
治
的
・
行
政
的
意
味
に
お
い
て
都
市
と
し
て
通
用
し
得
る
「
農
耕
市
民
都
市
」
に
相
当
す
る
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。こ

の
自
律
性
、
自
首
性
に
加
え
て
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
そ
の
構
成
員
が
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
領
主
制
と

は
範
疇
を
異
に
す
る
団
体
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
共
同
体
の
享
受
す
る
自
治
に
よ
っ
て
手
工
業
者
、
商
人
、
農

村
地
主
は
経
済
活
動
の
発
展
に
促
進
的
な
役
割
を
果
た
し
領
主
制
解
体
の
主
要
な
要
因
と
な
る
。
同
時
に
、
国
王
の
官
僚
制
の

創
設
に
有
利
に
作
用
し
、
国
家
に
有
能
で
忠
実
な
人
材
を
提
供
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
主
要
構
成
員
た
る
平
民
騎
士
・
歩
兵
は

武
装
を
自
弁
し
て
戦
い
レ
コ
ン
キ
ス
タ
の
主
体
と
し
て
国
王
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、国
民
全
体
に
か
か
わ
る
決
定
に
〈
第

三
身
分
〉
の
政
治
参
加
を
保
証
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
ま
た
領
主
制
と
い
う
大
き
な
枠
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
も
否
定

で
き
な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
は
領
主
に
対
し
て
種
々
の
封
建
的
義
務
を
負
い
、
領
主
は
城
代
を
通
じ
て

コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
司
法
行
政
に
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
、
国
王
は
、
様
々
の
手
段
を
通
じ
て
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
内
に

勢
力
を
伸
長
し
よ
う
と
す
る
貴
族
に
対
し
て
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
保
護
者
を
装
う
が
、
そ
の
実
、
国
内
最
大
の
領
主
と
し
て
、
十

三
世
紀
中
葉
以
降
進
め
ら
れ
る
中
央
集
権
化
政
策
の
一
環
と
し
て
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
自
治
権
の
縮
少
を
図
っ
て
行
く
。
コ
ン
セ

ー
リ
ョ
が
選
出
・
任
命
す
る
裁
判
官
に
代
え
て
勅
任
裁
判
官

ju
izd

e
fo
ra

を
派
遣
し
、
コ
レ
ジ
ェ
ド
ー
ル
に
大
幅
の
裁
判
・

財
政
・
警
察
権
を
付
与
し
て
そ
の
弱
体
化
を
進
め
た
。
他
方
、
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
側
で
も
、
レ
コ
ン
キ
ス
タ
戦
争
の
終
了
、
社

会
の
複
雑
化
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
よ
っ
て
内
部
に
構
造
変
化
が
見
ら
れ
る
。
平
民
騎
士
は
名
望
家
オ
ー
メ
ン
・
ボ
ン
と
変
り
、

コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
権
力
は
全
体
集
会
か
ら
市
参
事
会
に
移
る
こ
と
に
よ
っ
て
名
望
家
層
に
よ
る
寡
頭
支
配
が
確
立
す
る
。



同
書
、
二
六
四
、
二
七
一
ー
二
七
二
頁
。

①
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金
七
紀
男
「
中
世
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
都
市
共
同
体
コ
ン
セ
ー
リ
ョ
の
起
源
と
そ
の
類
型
」（
一
九
八
八
年
）

①

三
、
尼
僧
院
へ
の
天
幕
貸
与
ー
ロ
ザ
リ
オ
修
道
院
等
の
被
災
状
況

十
一
月
八
日
に
下
さ
れ
た
第
二
の
緊
急
政
策
は
、
尼
僧
院
へ
の
救
援
を
命
じ
る
勅
令
で
あ
る
。
被
災
し
た
修
道
女
の
救
援
と
保
護

に
関
し
て
は
、
同
月
後
半
に
二
件
の
公
文
書
、
ま
た
翌
年
一
月
六
日
以
降
に
は
実
に
五
二
件
の
公
文
書
が
発
せ
ら
れ
る
。
緊
急
政
策

第
四
九
号
は
緊
急
の
措
置
と
し
て
は
や
や
遅
き
と
映
じ
、
こ
の
時
期
に
天
幕
の
貸
与
に
特
定
し
た
支
援
が
な
ぜ
指
示
さ
れ
た
か
も
不

明
で
あ
る
。
た
だ
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
例
年
祈
祷
行
進
の
両
側
沿
道
は
金
襴
緞
子
で
飾
ら
れ
、
こ
の
際
張
ら
れ
る
豪
華
な
天
幕
も
、

市
庁
で
大
切
に
秘
蔵
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

▽
緊
急
政
策
第
四
九

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
八
日
の
二

尼
僧
院
へ
の
天
幕
貸
与
を
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
会
頭
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
に
命
じ
る
勅
令

（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
不
採
録
）

O
liveira,Elem

entos
para

a
H

istoria
do

M
unicipio

de
Lisboa,tom

o
X

V
I,p.163

。

①
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【
勅
令
】

謹
白
。

国
王
陛
下
に
お
か
れ
て
は
、
例
年
聖
体
祈
祷
行
進
の
沿
道
で
組
む
天
幕
を
、
尼
僧
院
へ
の
救
援
に
役
立
て
る
よ
う
、
ア
レ
グ

レ
テ
侯
爵
閣
下
に
命
じ
ら
れ
た
。
貴
官
に
神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
八
日

ベ
レ
ン
王
宮
に
て

（
国
務
尚
書
）
デ
ィ
ア
ゴ
・
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル

（
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
）

①

ポ
ル
ト
ガ
ル
古
文
書
館
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
リ
ス
ボ
ン
の
市
内
と
近
郊
で
大
地
震
に
よ
っ
て
十
三
の
尼
僧
院
が
破
壊
さ
れ
、
修
道

女
一
一
四
名
お
よ
び
在
俗
信
者
九
七
名
が
死
亡
し
た
。
な
か
で
も
、
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
尼
僧
院
で
は
修
道
女
六
五
名
と
在
俗
の
信
者

六
六
名
が
、
カ
ル
ヴ
ァ
リ
オ
修
道
院
で
は
修
道
女
二
二
名
と
在
俗
の
信
者
一
〇
名
が
絶
命
し
た
。
修
道
女
一
名
と
在
俗
の
信
者
三
名

の
命
が
奪
わ
れ
た
ロ
ザ
リ
オ
・
ロ
サ
尼
僧
院
、
な
ら
び
に
修
道
女
五
名
と
在
俗
信
者
等
十
二
名
が
死
亡
し
た
サ
ン
タ
・
ア
ン
ア
尼
僧

院
を
め
ぐ
り
、
設
立
の
由
来
と
震
災
の
様
相
が
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
誌
』
に
記
述
さ
れ
る
。

ロ
ザ
リ
オ
尼
僧
院
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ド
ミ
ニ
カ
会
修
道
女
の
施
設
と
し
て
一
五
一
九
年
、
ル
イ
ズ
・
デ
・
ブ
リ
ト
と
そ
の
次
女
ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
デ
・
ア
タ
イ
デ
に

よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
。〈
中
略
〉

一
七
五
五
年
の
大
地
震
に
よ
っ
て
全
体
の
屋
根
は
破
壊
さ
れ
、
内
陣
と
塔
、
さ
ら
に
は
若
干
の
庵
室
が
倒
壊
し
た
た
も
の
の
、

後
日
首
尾
よ
く
再
建
で
き
た
。
小
城
に
面
す
る
障
壁
も
崩
れ
た
が
、
尼
僧
院
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
。
こ
の
震
災
に
よ
る
死
者

は
、
修
道
女
一
名
、
在
俗
信
者
一
名
、
使
用
人
一
名
、
奴
隷
一
名
で
あ
る
。
襲
い
か
か
る
災
害
の
脅
威
に
よ
っ
て
修
道
女
た
ち

は
、
故
郷
の
親
元
へ
戻
る
者
も
あ
り
、
ア
ロ
イ
オ
ス
の
ド
ミ
ニ
コ
会
所
領
で
仮
設
小
屋
に
留
ま
る
者
も
い
た
。
再
建
さ
れ
た
こ

の
尼
僧
院
に
は
、
現
在
（
一
七
五
八
年
頃
）
三
九
名
の
修
道
女
が
若
干
の
在
俗
信
者
と
使
用
人
と
も
に
暮
ら
す
。

サ
ン
タ
・
ア
ン
ナ
尼
僧
院

ポ
ル
ト
ガ
ル
第
三
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
修
道
会
に
属
す
る
。
カ
ス
テ
リ
ア
に
実
在
し
た
キ
リ
ス
ト
受
難
贖
罪
人
に
因
み
、
四
名
の

尼
僧
が
隠
棲
し
た
旧
サ
ン
タ
・
ア
ン
ア
礼
拝
堂
を
基
盤
と
し
て
、
一
五
六
一
年
カ
タ
リ
ー
ナ
王
妃
の
命
に
よ
り
創
建
さ
れ
た
。

〈
中
略
〉

大
地
震
に
よ
っ
て
こ
こ
で
は
礼
拝
堂
が
倒
壊
し
、
正
門
側
の
僧
坊
一
棟
と
ラ
ヴ
ル
坂
に
沿
う
他
の
一
棟
も
崩
れ
た
。
ま
た
、

回
廊
中
庭
の
三
露
台
、
い
く
つ
か
の
修
練
室
や
宗
務
室
も
破
壊
さ
れ
た
。
修
道
女
五
名
、
在
俗
信
者
五
名
、
使
用
人
五
名
、
見

習
い
一
名
、
そ
の
他
一
名
が
死
亡
し
、
荒
墟
に
埋
葬
さ
れ
た
。
凄
絶
な
異
変
に
修
道
女
一
同
は
動
転
し
、
ま
ず
は
中
庭
へ
走
り
、

つ
い
で
コ
レ
ジ
オ
・
サ
ン
ト
・
ア
ン
タ
オ
の
裏
庭
へ
逃
げ
た
。
土
曜
日
か
ら
日
曜
日
に
か
け
て
彼
女
ら
は
ペ
ド
ロ
親
王
の
ベ
ン

ポ
ス
タ
所
領
へ
移
動
し
、
親
王
の
指
示
に
よ
り
急
遽
そ
こ
に
テ
ン
ト
小
屋
が
造
ら
れ
、
一
七
五
六
年
の
聖
ヨ
ハ
ネ
祭
日
の
前
夜

（
六
月
二
三
日
）
ま
で
避
難
を
続
け
た
。
そ
の
後
は
修
復
さ
れ
た
尼
僧
院
に
戻
り
、
内
陣
で
は
日
々
の
祈
祷
や
勤
行
が
続
い
て

Bautista
de
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い
る
。

カ
ス
ト
ロ
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
誌
』
第
三
巻

①

〔
補
論
〕
国
務
尚
書
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
の
去
就

こ
の
日
発
せ
ら
れ
た
緊
急
政
策
の
第
四
九
お
よ
び
第
五
十
に
つ
い
て
は
、
国
務
尚
書
デ
ィ
ア
ゴ
・
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア

ル
の
署
名
に
よ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
大
地
震
に
よ
る
精
神
的
衝
撃
の
た
め
執
務
不
能
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
翌
週
か
ら
は
緊
急
政

策
の
遂
行
に
一
定
の
尽
力
を
し
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
リ
ス
ボ
ン
大
地
震
参
事
会
会
頭
宛
勅
令
と
し
て
、
一
七
五
五
年
十
二
月
の

十
四
日
お
よ
び
十
七
日
、
翌
年
二
月
の
四
日
、
八
日
、
二
二
日
に
彼
の
名
義
に
よ
っ
て
各
一
件
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
②

と
は
い
え
、
大
地
震
発
生
の
十
ヵ
月
後
、
デ
ィ
ア
ゴ
・
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
は
国
務
尚
書
の
職
務
か
ら
罷
免
さ
れ
、

地
方
へ
の
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
た
。
一
七
五
六
年
九
月
十
一
日
イ
ギ
リ
ス
大
使
カ
ス
テ
ル
ス
が
外
務
長
官
フ
ォ
ッ
ク
ス
に
送
付
し
た
公

用
至
急
便
に
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
権
の
異
常
な
解
任
劇
が
如
実
に
記
述
さ
れ
る
。
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八
月
三
一
日
午
前
一
時
頃
（
戦
争
・
外
務
担
当
国
務
尚
書
）
ド
ン
・
ダ
・
ク
ン
ハ
が
司
法
官
と
馭
者
を
従
え
て
、
海
軍
担
当

国
務
尚
書
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
の
邸
宅
へ
出
向
し
、
以
下
の
ご
と
き
国
王
陛
下
の
命
令
を
伝
え
ま
し
た
。
す
な
わ

ち
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
宮
廷
よ
り
追
放
の
命
が
下
さ
れ
、
四
十
リ
グ
ル
ス
以
上
離
れ
た
任
意
の
地
域
に
蟄
居
す
べ
く
、
三
時
間
以
内

に
準
備
を
完
了
せ
よ
、
と
の
指
示
で
あ
り
ま
す
。
冷
静
と
沈
着
を
保
ち
つ
つ
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
は
、
そ
の
勅
書

に
接
吻
し
て
、
官
房
と
自
室
の
鍵
を
返
却
し
、
聴
聞
司
祭
と
召
使
ふ
た
り
を
伴
い
、
四
名
の
竜
騎
兵
に
護
衛
さ
れ
て
、
ま
も
な

く
馬
車
で
出
立
し
ま
し
た
。
①

メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
の
解
任
は
一
七
五
八
年
九
月
に
始
ま
る
凄
惨
な
権
力
闘
争
の
い
わ
ば
前
兆
で
あ
っ
た
。
被
災
者

救
援
を
進
め
る
彼
の
決
裁
が
、
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
に
欠
如
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
政
争
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

超
人
的
な
働
き
に
よ
っ
て
救
急
政
策
を
推
進
す
る
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
は
、
ベ
レ
ン
宮
廷
で
独
裁
的
な
色
彩
を
濃
厚
に
し
つ
つ
、
補
佐

と
し
て
一
七
五
六
年
五
月
ド
ン
・
ル
イ
ス
・
ダ
・
ク
ン
ハ
を
国
務
尚
書
（
軍
事
・
外
交
担
当
）
に
登
用
し
た
。
他
方
彼
の
独
裁
に

対
し
て
名
門
貴
族
や
イ
エ
ス
ズ
会
士
な
ど
の
反
発
が
強
く
、
貿
易
上
の
摩
擦
も
あ
っ
て
各
国
の
使
節
も
反
感
を
抱
い
た
。
カ
ル
ヴ
ァ

リ
ョ
排
斥
の
策
動
と
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
の
加
担
に
つ
い
て
チ
ェ
ー
ク
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
独
裁
者
ポ
ン
バ
ル
』
を
参

照
す
る
。
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メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル
は
宮
廷
の
貴
族
に
評
判
が
良
い
だ
け
で
な
く
、
彼
に
歓
待
さ
れ
る
外
国
使
節
に
も
好
ま
し

く
思
わ
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
大
使
バ
ッ
シ
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
随
一
の
好
漢
と
彼
を
評
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
の
影
響
力
を
有
し
、

そ
れ
こ
そ
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
が
信
頼
で
き
ぬ
所
以
で
あ
っ
た
。
必
要
で
あ
る
の
は
、
同
輩
で
は
な
く
、
部
下
な
の
で
あ
る
。
力
能

と
活
力
に
お
い
て
己
を
凌
ぐ
と
当
初
か
ら
感
じ
た
の
で
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
へ
の
嫉
妬
を
メ
ン
ド
ン
サ
は
隠
さ
な
か
っ
た
。
私
的
な

日
曜
晩
餐
会
で
彼
は
来
客
に
政
治
批
判
を
披
瀝
し
、
そ
の
言
葉
が
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
の
耳
に
伝
わ
っ
た
。

メ
ン
ド
ン
サ
は
さ
ら
に
矩
を
越
え
る
。
大
地
震
の
翌
年
夏
彼
は
敢
え
て
政
治
的
な
陰
謀
に
加
担
し
た
。
そ
の
委
細
は
不
明
で

の
り

あ
る
が
、
ふ
た
り
の
イ
タ
リ
ア
人
修
道
士
、
ク
レ
メ
ン
ト
お
よ
び
イ
ル
ミ
ナ
ト
が
首
謀
者
と
さ
れ
る
。
地
震
に
よ
る
混
迷
に
乗

じ
、
彼
ら
は
宮
廷
に
地
歩
を
得
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
〈
陰
の
内
閣
〉
は
密
か
に
構
想
さ
れ
る
と
と
も
に
、
テ
ク
セ
イ
ラ
な
る

法
律
家
が
小
冊
子
を
印
行
し
、
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
の
投
機
事
業
を
非
難
す
る
。
粗
雑
な
糾
弾
の
仕
方
で
あ
っ
た
。
外
国
に
在
留
す

る
外
交
官
と
の
危
険
な
交
信
に
、
軽
率
に
も
国
務
尚
書
メ
ン
ド
ン
サ
は
、
そ
の
間
関
与
す
る
。
六
月
数
件
の
文
書
を
カ
ル
ヴ
ァ

リ
ョ
は
入
手
し
、
待
ち
受
け
た
証
左
を
獲
得
し
た
。
た
だ
ち
に
国
王
に
拝
謁
す
る
。
大
地
震
の
際
動
転
し
、
数
日
責
務
を
放
棄

し
た
た
め
に
、
メ
ン
ド
ン
サ
に
対
す
る
国
王
の
評
価
は
す
で
に
低
落
し
て
い
た
。
マ
ル
チ
ー
ノ
・
ヴ
ェ
ル
ホ
・
オ
ル
デ
ン
ブ
ル

ク
な
る
豪
商
よ
り
〈
陰
の
内
閣
〉
首
謀
者
一
覧
を
密
か
に
示
さ
れ
た
ば
か
り
、
と
国
王
の
側
か
ら
も
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
に
打
ち
明

け
た
。
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チ
ェ
ー
ク
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
独
裁
者
ポ
ン
バ
ル
』

①

こ
う
し
て
ふ
た
り
の
イ
タ
リ
ア
人
修
道
士
は
ジ
ュ
ン
ケ
イ
ラ
牢
に
投
獄
さ
れ
、
法
律
家
テ
ク
セ
イ
ラ
は
ア
ン
ゴ
ラ
へ
の
流
罪
、
パ

リ
駐
在
大
使
ラ
セ
ル
ダ
は
本
国
へ
の
召
還
に
処
せ
ら
れ
た
。
か
ね
て
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
に
批
判
的
で
あ
り
、
メ
ン
ド
ン
サ
の
解
任
に
憤

慨
し
た
フ
ラ
ン
ス
大
使
バ
ッ
シ
イ
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
も
こ
の
と
き
で
あ
る
。
②

四
、
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
避
難
民
へ
の
食
糧
供
給

こ
の
日
に
発
せ
ら
れ
た
政
策
の
第
三
は
、
リ
ス
ボ
ン
近
郊
の
緑
野
、
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
の
避
難
民
へ
食
糧
供
与
を
命
じ
る
勅
令

で
あ
る
。
住
民
の
飢
餓
を
防
止
す
べ
く
、
食
糧
の
確
保
、
輸
送
の
促
進
、
物
価
の
統
制
な
ど
一
連
の
法
令
は
、
震
災
第
二
日
に
い
ち

早
く
発
令
さ
れ
た
。

O
liveira,Elem

entos
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▽
緊
急
政
策
第
五
十

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
八
日
の
三

緑
地
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
の
避
難
民
に
食
糧
を
供
給
す
る
よ
う
、
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
会
頭
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
に
命
じ
る
勅

令（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
不
採
録
）

【
勅
令
】

謹
白
。

国
王
陛
下
に
お
か
れ
て
は
緑
地
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
で
困
窮
す
る
平
民
に
、
然
る
べ
き
食
糧
を
供
す
る
よ
う
、
ア
レ
グ
レ
テ

侯
爵
閣
下
に
命
じ
ら
れ
た
。
貴
官
に
神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
八
日

ベ
レ
ン
王
宮
に
て

（
国
務
尚
書
）
デ
ィ
ア
ゴ
・
メ
ン
ド
ン
サ
・
コ
ル
ト
・
レ
ア
ル

（
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
）

①

リ
ス
ボ
ン
で
被
災
し
た
数
十
万
の
住
民
は
、
王
宮
広
場
、
ロ
シ
オ
広
場
、
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ェ
城
砦
へ
蝟
集
す
る
と
と
も
に
、
近
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郊
の
緑
地
サ
ン
タ
・
バ
ル
バ
ラ
や
ペ
ン
サ
・
デ
・
フ
ラ
ン
サ
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ポ
リ
ー
デ
や
コ
ト
ヴ
ァ
へ
と
逃
れ
た
。『
リ
ス
ボ
ン

市
史
公
文
書
集
成
』に
お
い
て
は
避
難
の
概
況
が
誌
さ
れ
る
と
と
も
に
、緑
野
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
の
状
況
が
と
く
に
言
及
さ
れ
る
。

そ
れ
ま
で
の
地
震
に
よ
っ
て
崩
れ
か
け
た
多
く
の
建
物
が
、
十
一
月
八
日
黎
明
の
激
し
い
余
震
、
さ
ら
に
は
同
月
十
一
日
午

前
五
時
と
二
一
日
午
前
九
時
の
震
動
に
よ
っ
て
壊
滅
し
た
。
ま
た
、
こ
の
年
最
後
の
地
震
と
し
て
十
二
月
二
五
日
午
前
二
時
に

微
弱
な
震
動
が
感
じ
ら
れ
た
。

首
都
を
襲
う
大
地
震
に
戦
慄
し
た
民
衆
は
、
錯
乱
し
て
大
挙
遁
走
し
、
安
全
な
地
に
身
を
寄
せ
る
か
、
あ
て
も
な
く
狂
奔
す

る
。
一
方
で
は
沿
岸
へ
集
ま
り
、
他
方
で
は
リ
ス
ボ
ン
の
周
辺
や
近
郊
、
カ
ン
ポ
・
ド
・
キ
ュ
ラ
ル
、
ペ
ン
サ
・
デ
・
フ
ラ
ン

サ
、
コ
ト
ヴ
ィ
ア
、
ラ
ト
ー
、
カ
ン
ポ
リ
ー
デ
な
ど
へ
逃
れ
た
。
十
字
架
や
聖
像
を
抱
え
、
連
祷
や
聖
歌
を
唱
え
つ
つ
、
多
く

の
住
民
が
二
レ
ガ
以
上
も
歩
い
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉

カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
へ
避
難
し
た
数
千
の
男
女
は
、
居
所
、
衣
類
、
防
具
を
完
全
に
失
っ
て
、

奈
落
の
底
に
沈
み
、
ベ
レ
ン
な
ど
他
の
地
域
へ
脱
出
し
た
人
々
も
同
様
の
惨
状
に
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
（
国
務
尚
書
）
セ
バ
ス

チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
が
、
危
機
的
な
事
態
に
即
応
す
る
緊
急
政
策
を
発
令
し
、
衆
多
の
救
援
者
と
と
も
に

王
室
ご
一
家
、
貴
族
と
富
家
、
聖
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
会
や
オ
ラ
ト
リ
オ
会
等
の
聖
職
者
が
こ
れ
を
担
っ
た
の
で
あ
る
。

オ
リ
ヴ
ェ
イ
ラ
編
『
リ
ス
ボ
ン
市
史
公
文
書
集
成
』
第
十
六
巻

①

Bautista
de

Castro,M
appa,tom

e
III,pp.460.

①
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現
在
の
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
は
リ
ス
ボ
ン
大
学
文
学
部
や
リ
ス
ボ
ン
市
歴
史
博
物
館
を
擁
す
る
文
教
地
区
で
あ
る
が
、
都
心
か
ら

か
な
り
離
れ
た
地
域
に
あ
た
る
。広
大
な
地
域
に
数
千
人
の
男
女
が
避
難
し
、バ
イ
シ
ャ
地
区
で
被
災
し
た
リ
ス
ボ
ン
高
等
法
院
も
、

こ
こ
に
仮
寓
し
て
救
援
活
動
と
危
機
管
理
を
統
率
し
た
。
首
都
攻
防
の
要
地
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
の
歴
史
に
つ
い
て
、『
ポ
ル
ト
ガ

ル
地
誌
』
の
記
述
を
引
用
す
る
。

カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ

リ
ス
ボ
ン
の
北
方
三
レ
グ
ア
に
位
置
し
て
、
周
囲
四
分
の
一
レ
グ
ア
に
及
び
、
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
な
る
地
名
が
そ
の
広
大

に
由
来
す
る
。
大
気
清
澄
な
高
地
で
あ
り
、
健
康
的
な
環
境
と
し
て
緑
地
、
田
野
、
宮
殿
に
多
く
占
め
ら
れ
る
。
か
っ
て
ア
ル

バ
ラ
デ
と
呼
ば
れ
た
こ
の
地
で
、
一
三
二
三
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
王
子
（
の
ち
の
ア
フ
ォ
ン
ソ
四
世
）
が
、
国
王
デ
ニ
ス
一
世
へ

の
反
乱
を
開
始
し
、
イ
ザ
ベ
ル
王
妃
（
の
ち
の
聖
女
イ
ザ
ベ
ル
）
の
調
停
に
よ
っ
て
父
子
骨
肉
の
会
戦
が
寸
前
に
阻
止
さ
れ
た
。

カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
の
入
口
に
は
十
字
架
の
石
碑
が
建
ち
、
戦
乱
の
回
避
と
王
妃
の
悲
願
を
伝
え
て
い
る
。

カ
ス
テ
イ
ロ
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
誌
』

①

十
四
世
紀
デ
ニ
ス
一
世
の
治
世
に
興
起
し
た
リ
ス
ボ
ン
市
民
は
、
王
子
の
反
乱
に
よ
っ
て
壊
滅
の
危
機
に
曝
さ
れ
、
王
妃
イ
ザ
ベ
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ラ
の
諫
言
で
凄
惨
な
内
戦
が
阻
止
さ
れ
た
こ
と
に
狂
喜
し
た
。
か
ね
て
こ
の
王
妃
は
パ
ン
の
施
し
な
ど
窮
民
へ
の
慈
善
に
献
身
し
、

歿
後
ロ
ー
マ
教
皇
に
よ
っ
て
聖
女
に
列
せ
ら
れ
た
る
。
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
で
饑
餓
に
曝
さ
れ
る
被
災
者
の
大
群
も
、
救
援
活
動
に

奔
走
す
る
高
等
法
院
の
司
法
官
も
、
聖
女
イ
ザ
ベ
ラ
王
妃
の
絵
姿
を
瞼
に
浮
か
べ
、
天
佑
へ
の
加
護
を
祈
っ
た
で
あ
ろ
う
。

〔
補
論
〕
平
和
と
慈
愛
の
聖
女
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
妃
イ
ザ
ベ
ラ

ア
フ
ォ
ン
ソ
一
世
に
よ
る
国
土
奪
還
の
完
了
後
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
権
は
一
二
五
五
年
コ
イ
ン
ブ
ラ
か
ら
リ
ス
ボ
ン
に
遷
都
し
、
第

六
代
の
国
王
デ
ィ
ニ
ス
一
世
が
中
世
の
最
盛
期
を
築
い
た
。
封
建
貴
族
を
掣
肘
し
て
王
権
の
強
化
に
努
め
た
彼
は
、
積
極
的
な
保
護

政
策
で
自
国
産
業
と
海
外
貿
易
を
振
興
さ
せ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
圧
迫
に
抗
す
る
一
方
、
イ
ス
ラ
ム
海
寇
を
防
禦
す
べ
く
海
軍
を

創
設
し
た
の
で
あ
る
。
デ
ニ
ス
一
世
と
イ
ザ
ベ
ル
王
妃
の
事
績
に
つ
い
て
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
マ
ク
ム
ル
ド
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
歴

史-

君
主
制
の
確
立
か
ら
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
三
世
の
治
世
ま
で
』
が
詳
細
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
宮
廷
を
通
し
て
そ
の
麗
姿
、
愛
徳
、
謙
抑
に
お
い
て
卓
越
し
た
姫
君
が
お
ら
れ
た
。
ア
ラ
ゴ
ン
国
王
ペ

ド
ロ
世
が
両
シ
チ
リ
ア
国
王
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
の
王
女
コ
ン
ス
タ
ン
シ
ア
と
の
間
に
儲
け
た
愛
嬢
、
ド
イ
ツ
皇
帝
フ
レ
デ
リ
ッ
ク

の
孫
で
も
イ
ザ
ベ
ル
姫
で
あ
る
。
若
き
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
デ
ニ
ス
に
は
彼
女
の
資
質
と
家
柄
に
加
え
て
、
政
治
的
な
思
惑
か
ら

も
得
難
い
伴
侶
と
思
わ
れ
た
。
隣
国
カ
ス
テ
リ
ア
の
王
室
と
姻
戚
関
係
を
結
び
、
繁
栄
と
革
新
の
時
代
に
あ
る
と
は
言
え
、
ヨ
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ー
ロ
ッ
パ
列
強
の
圧
力
と
侵
略
を
防
禦
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。〈
中
略
〉

一
二
八
二
年
八
月
デ
ニ
ス
一
世
と
イ
ザ
ベ
ル
姫
の
婚
礼
が
豊
穣
な
土
地
ト
ラ
ン
コ
ソ
で
挙
式
さ
れ
、
豪
華
な
祝
宴
と
多
彩
な

祭
典
が
展
開
さ
れ
る
。
貴
族
や
富
者
が
そ
こ
に
招
か
れ
、
押
し
寄
せ
る
万
余
の
観
衆
の
た
め
宿
舎
や
テ
ン
ト
小
屋
が
城
壁
の
周

囲
に
急
造
さ
れ
た
。
静
か
な
田
園
が
賑
や
か
な
都
会
に
一
変
し
た
。

マ
ク
ム
ル
ド
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
歴
史-

君
主
制
の
確
立
か
ら
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
三
世
の
治
世
ま
で
』
第
二
巻

①

デ
ニ
ス
一
世
は
リ
ス
ボ
ン
に
大
学
を
創
設
し
て
法
学
や
医
学
を
振
興
さ
せ
、
み
ず
か
ら
も
ラ
テ
ン
語
の
叙
情
詩
を
名
君
で
あ
る
。

し
か
し
、
愛
寵
ア
ル
ド
ン
サ
・
ロ
ド
ロ
ゲ
ス
・
タ
ル
ハ
と
の
間
に
儲
け
た
庶
子
サ
ン
チ
ョ
ス
・
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
を
晩
年
に
偏
愛
し
、

嫡
男
の
王
大
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
の
猜
疑
と
反
抗
を
招
い
た
。
一
三
一
九
年
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
王
太
子
は
中
部
沿
岸
の
エ
ン
ト
レ
・
ド
ウ

ロ
・
エ
・
ミ
ン
フ
ォ
に
軍
勢
を
集
め
、
ゴ
ー
ト
族
の
古
都
レ
イ
リ
ア
を
占
領
す
る
。
デ
ニ
ス
一
世
は
王
位
継
承
に
つ
い
て
ロ
ー
マ
教

皇
の
裁
可
を
求
め
、他
方
王
太
子
は
隣
国
カ
ス
テ
リ
ア
に
軍
事
的
支
援
を
要
請
し
た
。数
次
の
争
乱
と
調
停
を
重
ね
て
一
三
二
三
年
、

王
太
子
の
軍
勢
は
王
都
リ
ス
ボ
ン
の
征
服
を
目
差
し
、
近
郊
の
緑
野
ア
ル
バ
ラ
デ
、
現
在
の
カ
ン
ポ
・
グ
ラ
ン
デ
へ
進
撃
す
る
。
そ

こ
に
は
デ
ニ
ス
一
世
を
擁
し
て
国
王
軍
の
主
力
が
対
峙
し
、
激
戦
の
火
蓋
を
切
る
寸
前
に
あ
っ
た
。
②
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リ
ス
ボ
ン
の
サ
ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
城
宮
殿
で
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
は
、
夫
君
デ
ニ
ス
一
世
の
軍
勢
と
令
息
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
王
子
の

軍
勢
が
対
峙
し
、
火
蓋
を
切
る
寸
前
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
危
機
の
切
迫
を
直
感
し
て
、
彼
女
は
た
だ
ち
に
行
動
を
開
始
す

る
。
騾
馬
に
跨
が
り
、
カ
ン
ポ
・
デ
・
ア
ル
ヴ
ァ
ラ
デ
に
い
た
る
と
、
戦
士
と
喇
叭
の
喧
噪
が
惨
劇
の
開
幕
を
告
げ
る
。
妻
で

ま
た

あ
り
、
母
で
あ
る
淑
女
が
、
突
如
そ
こ
へ
高
貴
に
し
て
沈
痛
な
姿
で
出
現
し
、
貞
潔
と
慈
愛
の
後
光
に
包
ま
れ
て
、
戦
陣
の
狭

間
を
粛
々
と
進
む
の
で
あ
る
。
自
国
の
王
妃
が
単
独
で
馬
上
に
あ
る
の
を
凝
視
し
て
、
兵
士
は
鼓
騒
を
止
め
て
武
器
を
下
げ
、

貴
族
は
軍
旗
を
降
ろ
し
、
全
員
が
恐
懼
し
て
跪
い
た
。
忌
ま
わ
し
き
争
乱
の
惨
禍
を
阻
止
す
る
た
め
、
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
が
行
啓

し
た
。
国
王
軍
兵
士
の
群
団
を
離
れ
、
彼
女
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
王
子
の
軍
勢
へ
と
向
か
う
。
い
ず
れ
の
戦
士
も
崇
敬
の
念
を
も

っ
て
こ
れ
を
迎
え
る
。
彼
ら
は
王
妃
の
姿
を
平
和
の
使
徒
と
感
じ
、
非
道
な
争
乱
は
神
に
背
く
と
自
覚
し
た
の
で
あ
る
。
王
妃

は
歩
を
進
め
、
つ
い
に
わ
が
子
の
前
に
来
た
。
彼
女
の
唇
に
神
が
施
し
た
雄
弁
に
よ
っ
て
、
ア
ラ
ゴ
ン
の
高
貴
な
女
性
が
切
々

と
嘆
願
し
た
の
は
、
父
た
る
国
王
に
も
は
や
反
抗
し
な
い
こ
と
、
内
乱
の
恐
ろ
し
さ
を
肝
に
銘
じ
、
統
治
す
る
祖
国
を
再
度
荒

廃
さ
せ
ぬ
こ
と
、
か
つ
ま
た
母
を
証
証
し
と
し
、
神
の
御
前
で
母
を
証
し
に
誓
っ
た
約
言
を
す
ぐ
さ
ま
忘
れ
、
自
己
の
魂
を
汚

さ
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

平
和
を
護
る
べ
く
同
じ
く
こ
の
地
に
来
た
リ
ス
ボ
ン
司
教
も
、
王
妃
と
と
も
に
証
し
に
加
わ
っ
た
。

王
妃
の
言
葉
は
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
王
子
と
側
近
の
騎
士
た
ち
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
。
王
子
は
僅
か
六
人
の
騎
士
を
伴
っ
て
隊

列
を
離
れ
、
国
王
の
陣
地
へ
来
て
手
に
接
吻
し
、
み
ず
か
ら
の
不
孝
を
謝
罪
し
た
。
息
子
を
赦
し
、
胸
襟
を
開
く
以
外
に
デ
ニ

ス
王
は
な
に
を
な
し
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
国
王
は
サ
ン
タ
レ
ン
へ
の
蟄
居
を
彼
に
命
じ
た
。

国
王
と
王
妃
が
リ
ス
ボ
ン
へ
帰
還
す
る
と
、
人
民
は
祝
福
と
歓
呼
を
も
っ
て
こ
れ
を
迎
え
た
。
戦
乱
が
寸
前
に
阻
止
さ
れ
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た
地
点
、
カ
ン
ポ
・
ペ
ケ
ノ
に
近
い
セ
ゴ
門
右
面
に
い
わ
ば
壁
龕
が
建
つ
。
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
碑
文
が
刻
ま
れ
る
。「
一

へ
き
が
ん

三
二
三
年
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
王
デ
ニ
ス
一
世
と
王
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
が
戦
端
を
開
く
構
え
に
あ
り
、
ま
さ
に
火
蓋
を
切
る
寸
前
和

平
へ
の
悲
願
が
成
就
し
た
こ
と
を
な
が
く
念
頭
に
留
め
る
た
め
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
が
こ
の
地
に
石
碑
を
建
て
る
よ

う
命
じ
ら
れ
た
。」

マ
ク
ム
ル
ド
著
、
前
掲
。

①

一
三
二
五
年
王
室
一
同
に
看
取
れ
て
、
デ
ニ
ス
一
世
は
六
四
歳
で
逝
去
し
、
王
太
子
ア
ル
フ
ォ
ン
ソ
が
即
位
し
た
。
国
王
の
遺
体

は
オ
デ
ィ
ヴ
ェ
ラ
ス
修
道
院
に
葬
ら
れ
、
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
は
コ
ン
ス
テ
ラ
・
サ
ン
ン
チ
ャ
ゴ
へ
の
巡
礼
に
旅
立
っ
た
。
服
喪
の
巡
礼

を
済
ま
せ
た
彼
女
は
、
オ
デ
ィ
ヴ
ェ
ラ
ス
で
亡
夫
の
一
回
忌
を
営
み
、
コ
イ
ン
ブ
ラ
の
サ
ン
タ
・
ク
ラ
ラ
尼
僧
院
へ
隠
棲
し
た
。
②

こ
う
し
た
奇
蹟
が
成
就
さ
れ
る
の
を
見
詰
め
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
民
が
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
を
聖
女
と
讃
え
た
の
も
不
思
議
で
は

な
い
。
慈
悲
深
く
、
明
朗
で
行
動
的
な
彼
女
が
、
施
療
院
や
教
会
、
修
道
院
や
孤
児
院
を
創
設
し
、
サ
ン
タ
レ
ン
で
は
施
療
院

の
病
室
を
訪
ね
て
、
孤
児
と
障
害
者
を
介
護
す
る
姿
は
、
平
和
の
使
徒
が
慰
藉
の
天
使
で
も
あ
る
こ
と
を
、
彼
ら
は
実
感
し
た

の
で
あ
る
。
イ
ザ
ベ
ル
が
開
設
し
た
救
貧
院
は
後
世
の
王
妃
に
よ
っ
て
発
展
的
に
継
承
さ
れ
る
。
貧
し
き
者
と
虐
げ
ら
れ
た
者
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を
保
護
し
、
支
援
す
る
恩
主
は
彼
女
で
あ
る
と
悟
り
、
あ
る
と
き
は
嘆
願
の
声
を
挙
げ
、
他
の
と
き
は
感
謝
の
意
を
表
し
つ
つ
、

聖
な
る
王
妃
と
の
尊
称
を
彼
女
に
捧
げ
た
。

か
く
し
て
香
り
高
い
花
の
周
り
に
蝶
が
舞
う
ご
と
く
、
慈
愛
に
満
ち
た
彼
女
の
品
性
を
語
る
伝
説
が
生
ま
れ
た
。
夫
君
た
る

デ
ニ
ス
一
世
も
度
重
な
る
彼
女
の
慈
善
に
耐
え
兼
ね
て
い
た
。
密
か
に
出
掛
け
る
王
妃
を
あ
る
日
咎
め
る
と
、
隠
し
持
つ
籠
の

黄
金
が
、
す
べ
て
麗
し
い
薔
薇
に
変
っ
た
と
言
う
。
ま
た
別
の
伝
説
に
よ
れ
ば
、
レ
イ
リ
ア
で
教
会
の
建
設
を
巡
視
さ
れ
た
と

き
、
持
金
を
す
べ
て
貧
者
に
施
し
た
た
め
、
大
工
ら
へ
の
支
払
に
薔
薇
を
差
し
出
す
と
、
す
べ
て
そ
れ
ら
が
黄
金
に
変
っ
た
。

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
聖
女
イ
ザ
ベ
ル
に
ま
つ
わ
る
数
々
の
伝
説
は
、
み
な
名
花
の
ご
と
く
芳
香
を
放
つ
。
民
衆
の
心
に
宿
る
詩
的
本

能
が
王
妃
の
生
涯
を
、
黄
金
と
花
冠
の
連
鎖
と
し
て
描
き
、
慈
愛
深
き
王
妃
が
自
国
の
民
を
至
福
に
導
い
た
と
後
世
に
伝
え
る
。

以
後
三
世
紀
に
わ
た
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
教
会
で
は
、
デ
ニ
ス
一
世
の
王
妃
が
聖
女
と
し
て
崇
敬
さ
れ
た
。
一
五
一
六
年
国
王

マ
ヌ
エ
ル
一
世
の
懇
請
に
よ
り
、
ロ
ー
マ
教
皇
レ
オ
十
世
は
王
妃
イ
ザ
ベ
ル
の
列
福
式
を
挙
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
一
六
二
五
年

五
月
二
五
日
国
王
フ
ィ
ッ
リ
ペ
三
世
の
懇
請
に
よ
り
ロ
ー
マ
教
皇
ウ
ル
バ
ン
八
世
は
、
イ
ザ
ベ
ル
を
畏
敬
し
て
聖
者
に
列
せ
ら

れ
た
。

マ
ク
ム
ル
ド
著
、
前
掲
①
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第
二
節

震
災
第
九
日
（
同
年
十
一
月
九
日
日
曜
日
）

一
、
救
援
活
動
の
強
化
と
聖
職
者
の
貢
献
ー
各
種
修
道
会
と
高
位
聖
職
者

こ
の
日
発
せ
ら
れ
た
勅
令
等
は
『
緊
急
政
策
編
纂
』
に
も
『
リ
ス
ボ
ン
市
史
公
文
書
集
成
』
に
も
見
出
さ
れ
な
い
。
震
災
第
九
日

に
し
て
ベ
レ
ン
宮
廷
の
対
応
が
よ
う
や
く
一
息
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
他
方
高
等
法
院
に
よ
る
危
機
管
理
は
一
層
強
化
さ
れ
、
盗
賊

の
逮
捕
と
処
刑
が
続
々
と
断
行
さ
れ
る
。「
あ
る
貴
紳
の
日
誌
」
に
は
な
お
放
置
さ
れ
る
莫
大
な
遺
体
の
様
相
が
描
写
さ
れ
る
。

あ
る
イ
ギ
リ
ス
貴
紳
の
被
災
日
誌

十
一
月
九
日

こ
の
日
沢
山
の
住
民
が
ベ
レ
ン
を
離
れ
、
家
財
を
捜
し
に
来
た
。

テ
ー
ジ
ョ
河
に
停
泊
す
る
ブ
ラ
ジ
ル
船
に
小
生
の
従
僕
が
い
る
、
と
朝
方
知
人
が
教
え
て
く
れ
た
。
嬉
し
い
知
ら
せ
で
あ
る
。

直
面
す
る
難
局
で
彼
と
親
し
く
な
り
、
た
が
い
に
慰
め
合
う
よ
う
に
な
っ
た
。
先
月
ま
で
の
住
居
を
確
か
め
よ
う
と
、
ふ
た
り

で
瓦
礫
と
荒
墟
の
な
か
を
進
ん
だ
。
し
か
し
、
な
ん
と
凄
ま
じ
い
光
景
か
！
八
千
人
か
ら
九
千
人
の
遺
体
が
、
一
方
で
は
瓦
礫

の
上
に
積
ま
れ
、
他
方
で
は
半
ば
瓦
礫
に
埋
も
れ
た
ま
ま
、
石
像
の
よ
う
に
立
っ
て
い
る
。
巷
の
噂
で
は
震
災
の
第
五
日
か
第
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六
日
の
一
時
頃
、
ま
た
も
大
地
が
揺
れ
る
と
、
荒
墟
に
埋
も
れ
た
大
勢
の
被
災
者
ら
し
く
、
呻
き
、
叫
び
声
が
あ
ち
こ
ち
で
聞

こ
え
た
と
い
う
。
小
生
ら
の
行
路
で
も
悪
臭
が
強
烈
で
、
な
が
く
留
ま
り
え
な
い
。
難
渋
し
つ
つ
目
標
を
捜
し
当
て
、
ふ
た
り

で
金
庫
を
掘
り
上
げ
た
。
な
か
に
多
少
の
現
金
が
あ
っ
た
が
、
さ
き
に
述
べ
た
と
お
り
、
多
額
の
収
益
を
す
で
に
両
替
し
、
事

務
室
に
保
管
し
て
い
た
。
大
火
に
巻
き
込
ま
れ
た
建
物
も
ろ
と
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
消
失
し
た
の
で
あ
る
。
極
度
の
不
安
に

沈
み
、
わ
が
身
の
悲
運
を
嘆
い
た
が
、
よ
り
不
幸
な
何
千
人
も
の
も
犠
牲
者
を
想
い
、
耐
え
忍
ぶ
ほ
か
な
い
。
い
ま
も
掠
奪
者

は
数
多
く
処
刑
さ
れ
、
拘
留
を
命
じ
ら
れ
た
者
は
さ
ら
に
大
勢
で
、
イ
ギ
リ
ス
船
に
係
わ
る
三
名
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
も
そ
こ

に
含
ま
れ
る
。
①

学
僧
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
は
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
事
日
誌
』
を
数
日
中
断
し
て
い
る
が
、
前
述
の
小
冊
子
『
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
・
火
災
に

関
す
る
報
告
』
に
お
い
て
、
こ
の
時
期
の
救
援
活
動
を
迫
真
の
筆
致
で
描
写
し
た
。
こ
の
小
冊
子
は
一
七
五
六
年
ま
ず
ラ
テ
ン
語
で

執
筆
さ
れ
、
羅
英
対
訳
本
お
よ
び
羅
葡
対
訳
本
と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。
ポ
ル
タ
ル
等
の
記
述
と
多
々
重
複
す
る
が
、
宗
教
的
参
与
と

し
て
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
は
務
尚
書
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
の
側
近
で
あ
り
、
こ
れ
な
る
文
書
は
な
か
ば
公
式
の
記
録
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に

は
頻
発
す
る
盗
難
の
実
態
や
犯
人
へ
の
峻
烈
な
処
刑
も
叙
述
さ
れ
る
。
数
日
に
し
て
三
四
名
の
極
刑
と
の
記
載
は
、
イ
ギ
リ
ス
人
在

留
民
等
の
証
言
よ
り
も
さ
ら
に
多
い
。
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叡
智
を
発
揮
さ
れ
て
国
王
は
民
衆
の
安
全
の
た
め
数
々
の
法
令
を
制
定
さ
れ
た
。
な
か
で
も
重
要
な
王
命
は
貴
顕
と
行
政
者

は
な
に
び
と
も
リ
ス
ボ
ン
を
離
れ
て
は
な
ら
ず
、
物
価
は
従
来
の
ま
ま
に
留
め
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
首
都
か
ら
脱
出
し
た

者
を
呼
び
戻
し
た
り
、
必
要
な
場
合
労
務
者
や
職
人
を
強
制
的
に
雇
う
た
め
、
王
国
の
す
べ
て
の
地
域
へ
係
員
が
派
遣
さ
れ
た
。

国
王
の
部
隊
を
強
化
す
る
た
め
、
エ
ク
ス
ト
レ
マ
ヅ
ラ
や
ア
レ
ン
テ
ー
ジ
ョ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
の
兵
士
が
リ
ス
ボ
ン
へ
の

大
挙
出
動
を
命
じ
ら
れ
、
閣
僚
や
廷
臣
の
指
揮
に
よ
り
遺
体
を
埋
め
、
街
路
や
街
道
を
整
備
し
、
聖
な
る
場
も
世
俗
の
場
も
警

備
す
る
役
目
を
担
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
市
中
に
沢
山
の
盗
賊
や
悪
党
が
横
行
し
、
ど
の
家
で
も
盗
難
の
危
険
が
あ
り
、
ど
の
教

会
で
も
聖
器
盗
難
の
恐
れ
が
あ
っ
た
。
な
か
に
は
残
忍
で
貪
欲
な
輩
も
い
て
、
遺
体
す
ら
見
逃
さ
ず
、
男
性
か
ら
刀
剣
、
時
計
、

締
め
金
を
、
女
性
か
ら
扇
子
、
指
輪
、
宝
石
を
そ
こ
か
ら
剥
ぎ
取
っ
た
。

遅
滞
な
く
峻
厳
に
こ
う
し
た
犯
罪
者
を
処
分
す
る
勅
令
を
国
王
陛
下
が
発
せ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
数
日
の
う
ち
に
三
四
名
が

絞
首
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
内
訳
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
十
一
名
、
ス
ペ
イ
ン
人
十
名
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
五
名
、
サ
ヴ
ォ
ワ
人
三
名
、

フ
ラ
ン
ス
人
一
名
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
一
名
、
フ
ラ
ン
ド
ル
人
一
名
、
ム
ー
ア
人
一
名
で
あ
る
。
こ
う
し
た
措
置
の
主
導
を
委
ね

ら
れ
た
の
は
、
国
王
の
従
弟
に
あ
た
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
最
高
の
貴
族
、
ラ
フ
ォ
エ
ン
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ド
・
ブ
ラ
ン
ガ
ン
サ
に
ほ

か
な
ら
ぬ
。
国
家
の
安
全
が
危
機
に
瀕
し
た
事
態
に
、
き
わ
め
て
積
極
的
・
精
力
的
に
対
処
さ
れ
、
寝
食
も
ま
ま
な
ら
ぬ
な
か

で
、
多
大
の
勇
気
と
思
慮
を
発
揮
し
つ
つ
、
優
れ
て
温
厚
で
忍
耐
強
い
態
度
も
保
持
さ
れ
た
。
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フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
著
『
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
・
火
災
に
関
す
る
報
告
』

①

二
、
危
機
管
理
の
強
化
と
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
兄
弟
の
貢
献

緊
急
政
策
の
功
労
者
と
し
て
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
に
称
讃
さ
れ
る
初
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン

サ
と
そ
の
実
弟
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
は
、
専
制
君
主
ジ
ョ
ア
ン
五
世
の
甥
に
し
て
、
当
代
の
国
王
ジ
ョ
ゼ
一
世
の
従
弟
で
あ
る
。

ス
ペ
イ
ン
か
ら
の
再
独
立
後
、
ブ
ラ
ガ
ン
サ
王
朝
第
三
代
の
ペ
ド
ロ
二
世
は
、
フ
ラ
ン
ス
娘
ア
ン
ヌ
・
ア
ル
マ
ン
デ
・
パ
ス
ト
レ
と

の
間
に
嫡
出
子
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
を
儲
け
た
。
一
七
一
五
年
ミ
ゲ
ル
は
ア
ロ
ン
シ
ェ
ス
侯
爵
家
の
独
り
子
ル
イ
ー
ザ
・
カ

シ
ミ
ー
ラ
と
結
婚
し
た
。
ブ
ラ
ジ
ル
鉱
山
の
開
発
を
推
進
し
た
ペ
ド
ロ
二
世
は
一
七
〇
六
年
に
逝
去
し
、
即
位
し
た
ジ
ョ
ア
ン
五
世

は
ま
も
な
く
神
聖
ロ
ー
ー
マ
帝
国
の
皇
女
マ
リ
ア
ナ
・
デ
・
ア
ス
ト
リ
ア
を
王
妃
に
迎
え
た
。
一
七
一
九
年
に
ミ
ゲ
ル
・
デ
・
ブ
ラ

ガ
ン
サ
の
長
男
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
が
、
そ
の
翌
年
次
男
ジ
ョ
ア
ン
・
カ
ル
ロ
ス
が
生
ま
れ
る
。
す
で
に
一
七
一
四
年
に
王
位
継

承
者
ジ
ョ
ゼ
の
誕
生
を
得
た
が
、
相
継
ぐ
男
子
の
出
生
を
王
家
繁
栄
の
吉
兆
と
ジ
ョ
ア
ン
五
世
は
欣
賀
し
、
宮
廷
礼
拝
堂
で
の
洗
礼

を
用
意
さ
せ
た
。
こ
の
儀
式
に
は
国
王
を
は
じ
め
多
く
の
王
族
が
臨
席
し
、
初
代
の
リ
ス
ボ
ン
総
大
司
教
ト
マ
ス
・
デ
・
ア
ル
メ
イ

ダ
の
主
宰
で
な
さ
れ
る
。
同
時
に
国
王
は
ミ
ゲ
ル
親
王
家
の
繁
栄
を
祈
念
し
、
将
来
新
た
な
公
爵
家
を
長
男
に
創
設
さ
せ
る
よ
う
定
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め
た
。

一
七
一
八
年
二
月
一
七
日
王
宮
礼
拝
堂
に
お
い
て
総
大
司
教
ト
マ
ス
・
ア
ル
メ
イ
ダ
の
主
宰
に
よ
っ
て
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ

ク
の
洗
礼
式
が
盛
大
に
行
わ
れ
、
伯
父
で
あ
る
国
王
ジ
ョ
ア
ン
五
世
が
教
父
と
な
り
、
王
族
の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
親
王
と
ア
ン
ト

ニ
オ
親
王
も
臨
席
さ
れ
た
。
洗
礼
式
の
当
日
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
な
る
爵
位
が
保
護
者
に
委
託
さ
れ
、
同
年
十
一
月
五
日
付
勅
書

に
よ
り
そ
の
母
君
に
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
夫
人
な
る
称
号
が
授
与
さ
れ
、
一
七
一
八
年
四
月
二
日
付
法
令
に
よ
り
適
切
な
処
遇
を

受
け
る
特
権
が
認
め
ら
れ
た
。

『
ポ
ル
ト
ガ
ル
歴
史
事
典
』

①

一
七
二
〇
年
次
男
ジ
ョ
ア
ン
の
誕
生
も
宮
廷
の
祝
福
を
受
け
た
が
、
早
く
も
一
七
二
四
年
父
ミ
ゲ
ル
が
二
五
歳
で
不
慮
の
死
を
遂

げ
る
。
テ
ー
ジ
ョ
河
を
渡
っ
て
対
岸
で
の
狩
猟
に
出
掛
け
、
帰
途
夜
の
嵐
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
夫
の
水
死
後
五
年
に
し
て
越
え

て
妻
ア
ン
ヌ
も
世
を
去
り
、
ラ
フ
ォ
エ
ス
兄
弟
の
世
話
は
、
祖
母
で
あ
る
第
二
代
ア
ロ
ン
シ
ェ
ス
公
爵
夫
人
に
委
ね
ら
れ
た
。
②

兄
ペ
ド
ロ
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
受
け
た
か
は
、
詳
ら
か
で
な
い
。
当
時
王
侯
の
子
息
を
育
て
る
方
途
は
、
通
常
い
わ
ゆ
る
私
教
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育
、
お
抱
え
の
教
師
に
よ
る
個
人
指
導
で
あ
っ
た
。
ジ
ョ
ア
ン
五
世
の
熱
意
か
ら
察
し
て
も
、
将
来
国
務
の
枢
要
な
任
務
を
果
た
す

こ
と
が
期
待
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
家
の
兄
弟
に
つ
い
て
は
早
く
か
ら
卓
越
し
た
天
稟
が
噂
さ
れ
た
。
一
七
三
一
年

巷
間
の
情
報
誌
『
手
書
き
報
知
』
に
よ
れ
ば
、「
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
と
そ
の
弟
君
ジ
ョ
ア
ン
は
、
す
で
に
数
ヵ
月
哲
学
を
学
び
、
今

後
な
が
く
諸
学
の
研
鑽
に
励
む
決
意
で
お
ら
れ
る
。」
い
ま
だ
十
三
歳
に
満
た
ぬ
ふ
た
り
で
は
あ
る
が
、
に
「
同
家
は
代
々
博
学
な

家
系
に
あ
り
、
高
祖
父
で
あ
る
枢
機
卿
ル
イ
・
デ
・
ソ
ウ
サ
猊
下
は
三
万
冊
以
上
の
蔵
書
を
遺
し
た
。」

英
国
の
海
軍
提
督
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
は
イ
タ
リ
ア
や
フ
ラ
ン
ス
の
宮
廷
で
歓
待
さ
れ
、
多
く
の
貴
顕
と
交
誼
を
結
ぶ
と

と
も
に
多
々
浮
名
も
噂
さ
れ
た
。
一
七
五
三
年
の
秋
リ
ス
ボ
ン
を
再
訪
し
た
彼
は
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
マ
ン
ゾ
オ
リ
主
演
の
宮
廷
オ

ペ
ラ
に
招
待
さ
れ
る
。
こ
の
地
で
彼
は
ジ
ョ
ア
ン
五
世
夫
妻
と
舟
遊
び
を
楽
し
み
、
国
王
の
従
弟
ド
ン
・
ジ
ョ
ア
ン
・
ベ
ン
ボ
ス
タ

と
旧
交
を
温
め
る
。
こ
れ
ら
が
記
録
さ
れ
る
『
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
日
記
』
で
は
、
同
年
の
ブ
ラ
ガ
ン
サ
邸
訪
問
も
語
ら

れ
ら
れ
る
。

翌
日
（
一
七
五
三
年
十
月
十
六
日
）
フ
ラ
ン
ス
大
使
バ
ッ
シ
と
ブ
ラ
ガ
ン
サ
御
殿
を
訪
問
し
た
。
国
王
ジ
ョ
ゼ
一
世
は
い
わ

ば
王
室
の
衣
装
箪
笥
を
す
べ
て
そ
こ
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
管
理
す
る
ヴ
ィ
ル
ゴ
リ
ノ
と
そ
の
妻
が
、
大
使
夫
妻
を
出

迎
え
、
優
雅
な
晩
餐
で
歓
待
し
て
く
れ
た
。
ブ
ラ
ガ
ン
サ
御
殿
で
も
っ
と
も
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
た
の
は
、
教
会
の
聖
器
と
し

て
制
作
さ
れ
た
五
組
の
大
型
燭
台
と
高
さ
六
フ
ィ
ー
ト
の
十
字
架
で
あ
る
。
金
色
の
化
粧
室
は
現
王
妃
の
結
婚
に
際
し
て
造
ら

れ
、
そ
の
装
飾
は
き
わ
め
れ
美
麗
で
あ
る
。（
実
際
に
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。）
ベ
ル
ギ
ー
製
の
織
物
で
覆
わ
れ
た
寝
台
は
、

こ
れ
以
上
立
派
な
夜
具
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
貴
重
な
絵
画
も
い
く
つ
か
供
さ
れ
る
。
寝
室
を
飾
る
美
術
品
の
多
く
は
、
中
国

の
皇
帝
か
ら
現
国
王
に
献
じ
ら
れ
た
贈
物
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
ふ
た
つ
の
部
屋
に
は
世
界
各
国
の
軍
服
や
軍
需
品
、
さ
ら
に
は
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歴
代
国
王
軍
の
記
念
品
が
数
多
く
蒐
集
さ
れ
る
。
き
わ
め
て
高
価
な
骨
董
品
が
充
ち
溢
れ
、
使
い
途
も
な
い
そ
れ
ら
は
、
安
住

の
地
に
置
か
れ
た
と
言
え
よ
う
。

『
オ
ー
ギ
ス
ト
・
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
の
日
記
』

①

若
き
日
に
哲
学
と
文
学
を
修
め
た
ペ
ド
ロ
は
、
や
が
て
宮
廷
で
重
き
を
な
し
、
高
い
人
望
も
し
た
。
一
七
四
九
年
彼
は
リ
ス
ボ
ン

高
等
法
院
院
長
に
任
命
さ
れ
、
司
法
機
関
の
統
率
に
あ
た
る
。
大
地
震
発
生
の
前
年
執
筆
さ
れ
た
名
門
家
系
総
覧
を
参
照
す
る
。

初
代
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
ペ
ド
ロ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
・
デ
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
閣
下
は
一
七
四
九
年
高
等
法
院
院
長
に
任
命
さ
れ
、
現

在
に
至
る
ま
で
案
件
の
究
明
や
訴
人
の
保
護
に
お
い
て
寛
仁
な
雅
量
と
美
事
な
手
腕
を
発
揮
さ
れ
た
。
閣
下
の
迅
速
な
決
裁
と

丁
重
な
対
応
は
、
司
法
官
の
模
範
で
あ
り
、
当
事
者
の
脳
裡
に
な
が
く
刻
ま
れ
る
。

カ
エ
タ
ノ
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
貴
顕
家
系
総
覧
』

大
地
震
に
よ
っ
て
シ
ア
ー
ド
地
区
の
豪
邸
は
倒
壊
し
た
が
、
当
日
公
爵
は
首
都
近
郊
の
所
領
ア
ル
プ
リ
ア
テ
で
休
養
し
て
い
た
。

『
緊
急
政
策
集
録
』
な
ど
の
公
文
書
に
は
執
行
に
お
け
る
具
体
的
事
績
が
ほ
と
ん
ど
誌
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
危
機
管
理
を
担
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う
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
の
統
率
に
つ
い
て
は
、
市
庁
に
蔵
さ
れ
る
古
文
書
『
リ
ス
ボ
ン
の
艱
苦
と
混
迷
』
が
比
較
的
委
細
で
あ
る
。

［
第
二
九
四
項
］
折
し
も
高
等
法
院
院
長
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
は
通
例
の
休
暇
を
得
て
、
所
領
ア
ル
プ
リ
ア
テ
に
滞
在
し
て
い

た
が
、
急
遽
リ
ス
ボ
ン
に
戻
り
、
サ
ン
タ
・
イ
ザ
ベ
ル
緑
地
を
拠
点
と
し
て
国
王
陛
下
の
王
命
を
た
だ
ち
に
執
行
し
た
。
こ
の

緑
地
に
高
等
法
院
も
し
ば
ら
く
移
転
し
て
、
司
法
官
へ
の
勅
令
を
は
じ
め
、
各
地
諸
機
関
に
対
す
る
数
々
の
指
令
が
す
べ
て
処

理
さ
れ
、
夜
間
も
邸
宅
で
休
む
こ
と
な
く
長
官
は
、
多
数
の
避
難
民
と
同
じ
よ
う
に
貧
弱
な
テ
ン
ト
小
屋
で
執
務
さ
れ
た
。

［
第
二
九
五
項
］
破
壊
さ
れ
た
リ
ス
ボ
ン
市
街
に
盗
賊
が
あ
ま
た
跳
梁
す
る
た
め
、
警
察
と
軍
隊
が
そ
れ
を
彼
ら
を
包
囲
し
、

ブ
エ
ノ
ス
・
ア
レ
ス
地
区
や
四
道
辻
、
さ
ら
に
は
諸
処
の
丘
陵
で
高
等
法
院
院
長
と
司
法
官
多
数
が
連
日
指
揮
さ
れ
た
。

［
第
二
九
六
項
］
こ
う
し
た
施
策
は
す
べ
て
神
速
か
つ
慎
重
に
執
行
さ
れ
た
。
重
罪
と
判
断
さ
れ
た
全
員
が
、
ガ
レ
ー
船
で

の
苦
役
を
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
主
要
な
公
道
の
整
備
を
科
せ
ら
れ
た
。
迅
速
な
指
令
に
よ
っ
て
住
民
の
便
宜
と
往
来
が
復
旧
さ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。
首
都
お
よ
び
近
郊
の
兵
士
も
瓦
礫
の
処
理
に
多
数
参
加
し
、
国
王
陛
下
の
命
に
よ
り
特
別
手
当
と
し
て
最

小
限
八
十
レ
イ
ス
、
大
抵
は
百
レ
イ
ス
が
支
給
さ
れ
た
。

［
第
二
九
七
項
］
住
民
の
リ
ス
ボ
ン
離
散
を
憂
慮
し
て
、
高
等
法
院
院
長
は
適
切
な
方
策
を
近
郊
全
域
の
司
法
官
に
命
じ
ら

れ
、
地
方
の
司
法
機
関
に
も
伝
達
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ボ
ン
か
ら
の
逃
亡
者
を
拘
束
す
べ
く
、
各
地
に
お
い
て
す
ぐ
さ

ま
捜
査
を
始
め
、
疑
わ
し
き
者
を
取
り
調
べ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
沢
山
の
離
散
者
が
首
都
に
連
れ
戻
さ
れ
、
罪
状
に
応

じ
て
処
罰
さ
れ
た
。

［
第
二
九
八
項
］
卓
越
し
た
長
官
と
し
て
ラ
フ
ォ
エ
ス
公
爵
は
幾
多
の
措
置
を
主
導
さ
れ
た
。
配
下
の
司
法
官
お
よ
び
行
政

官
す
べ
て
に
適
切
な
指
示
を
与
え
、
ま
た
潜
伏
せ
る
少
数
の
犯
罪
者
に
然
る
べ
き
刑
罰
を
下
す
べ
く
、
敢
え
て
死
刑
執
行
人
の

①

Portugalaflito
e

conturbado
pello

terram
oto

do
anno

de
1755,pp.62-63.
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責
務
に
就
か
れ
た
。
多
数
の
適
切
な
施
策
が
な
け
れ
ば
、
地
震
や
火
災
か
ら
護
ら
れ
た
貴
重
な
財
貨
が
、
無
法
な
盗
賊
に
よ
っ

て
リ
ス
ボ
ン
か
ら
完
全
に
奪
い
去
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
長
官
の
指
示
に
従
っ
て
彼
ら
を
追
跡
し
、
隠
れ
家
に
あ
る
多
大
の
盗
品

を
も
押
収
し
た
の
で
あ
る
。

リ
ス
ボ
ン
市
庁
『
リ
ス
ボ
ン
の
艱
苦
と
混
迷
』

①

学
僧
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
の
『
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
・
火
災
に
関
す
る
報
告
』
に
も
十
一
月
五
日
、
七
日
、
十
日
の
人
命
救
出
が
記
録
さ

れ
る
。
同
書
で
は
遺
体
埋
葬
と
生
存
者
救
助
に
つ
い
て
高
位
聖
職
者
サ
ン
パ
イ
ヨ
と
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン
サ
（
第
二
代
ラ
フ
ォ
エ

ン
ス
公
爵
）
の
功
業
が
と
く
に
称
讃
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
地
震
の
直
後
に
住
居
、
街
路
、
小
道
に
は
死
体
が
散
在
し
た
。
拱
門
の
倒
壊
に
よ
っ
て
頭
脳
が
破
裂
し
た
者
も
、

障
壁
の
倒
壊
で
押
し
砕
か
れ
た
者
も
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
大
半
は
合
掌
や
石
材
の
山
に
埋
れ
て
、
瓦
礫
の
重
み
で
重
圧
や
窒
息

に
至
っ
た
。
四
日
後
あ
る
い
は
六
日
後
に
救
出
さ
れ
た
数
名
の
ほ
か
、
驚
く
ほ
ど
な
が
く
耐
え
て
、
九
日
後
に
救
わ
れ
た
人
た

ち
も
い
る
。
彼
ら
の
ひ
と
り
は
十
五
歳
の
娘
、
デ
ィ
オ
ニ
シ
ア
・
ロ
ー
ザ
・
マ
リ
ア
で
あ
っ
て
、
無
傷
で
生
存
し
て
い
た
。
建

物
が
揺
れ
始
め
た
と
き
、
こ
の
娘
は
聖
ア
ン
ト
ニ
ー
像
を
即
座
に
抱
き
、
そ
の
直
後
家
屋
が
崩
れ
て
、
食
物
な
し
に
九
日
間
荒
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墟
に
生
埋
め
と
な
っ
た
。
遺
体
に
囲
ま
れ
た
状
況
で
彼
女
が
発
見
さ
れ
、
総
大
司
教
教
会
の
高
位
聖
職
者
に
し
て
国
務
会
議
の

参
議
で
あ
ら
れ
る
ジ
ョ
ア
ン
・
メ
ロ
・
サ
ン
パ
イ
ヨ
様
の
も
と
へ
無
傷
の
姿
で
運
ば
れ
た
。
こ
の
方
こ
そ
出
自
と
徳
操
に
よ
っ

て
名
高
く
、
市
民
を
瓦
礫
か
ら
救
出
し
、
即
死
を
防
い
だ
功
に
よ
り
リ
ス
ボ
ン
か
ら
篤
く
表
彰
さ
れ
た
人
、
少
数
の
側
近
と
と

も
に
二
百
四
十
名
を
埋
葬
し
た
博
愛
と
慈
悲
の
人
で
あ
る
。
な
お
ま
た
、
こ
う
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
責
務
に
お
い
て
ポ
ル
ト

ガ
ル
貴
族
の
な
か
で
も
っ
と
も
傑
出
す
る
人
物
は
、
国
王
の
従
弟
に
し
て
ラ
フ
ォ
エ
ン
ス
公
爵
の
弟
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ブ
ラ
ガ
ン

サ
で
あ
る
。
人
々
の
命
を
救
う
た
め
頻
繁
に
徒
歩
で
全
市
を
巡
察
し
、
死
せ
る
者
の
埋
葬
と
生
け
る
者
の
救
助
に
専
念
さ
れ
た
。

気
高
く
も
自
己
の
生
命
を
危
険
に
曝
し
た
こ
の
方
こ
そ
、
永
遠
の
栄
光
に
輝
く
の
で
あ
る
。

フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
著
『
リ
ス
ボ
ン
の
地
震
・
火
災
に
関
す
る
報
告
』

①

第
三
節

震
災
第
十
日
（
一
七
五
五
年
十
一
月
十
日
）
水
曜
日

一
、
商
品
お
よ
び
労
役
の
価
格
規
制

Figueiredio,Rerum
Lusitanarum

Ephem
erides,pp.14-15,48.

①
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震
災
第
十
日
の
記
録
は
ふ
た
つ
の
在
留
民
日
誌
に
欠
如
す
る
が
、
フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
の
『
政
事
日
誌
』
が
五
日
ぶ
り
に
再
開
さ
れ
る
。

こ
こ
で
の
項
目
は
必
需
品
の
供
給
に
限
定
さ
れ
、
物
価
統
制
の
禁
令
と
違
反
者
へ
の
厳
罰
が
記
載
さ
れ
る
。。

一
七
五
五
年
十
一
月
十
日

国
王
陛
下
の
勅
令
に
よ
り
す
べ
て
の
商
人
・
店
主
・
売
手
は
、
震
災
前
を
上
ま
わ
る
価
格
に
て
売
る
こ
と
を
、
い
か
な
る
生

活
必
需
品
に
つ
い
て
も
禁
じ
ら
れ
、
違
反
者
を
厳
罰
に
処
す
べ
く
定
め
ら
れ
た
。
な
お
、
木
材
の
取
引
を
も
監
視
し
、
こ
れ
を

独
占
す
る
者
を
罰
す
る
任
務
に
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
マ
ル
セ
リ
ノ
・
ゴ
ビ
ア
ノ
を
指
名
さ
れ
た
。

フ
ィ
ゲ
イ
レ
ド
著
『
ポ
ル
ト
ガ
ル
政
事
日
誌
』

①

十
日
月
曜
日
に
は
物
価
等
の
統
制
を
命
じ
る
勅
令
と
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
へ
の
救
援
を
強
化
す
る
勅
令
が
発
せ
ら
れ
た
。
つ
と
に
震
災

第
二
日
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
権
は
高
等
法
院
院
長
へ
の
統
括
的
勅
令
そ
の
他
に
よ
っ
て
食
糧
の
確
保
を
供
給
を
指
令
し
た
が
、
よ
う
や
く

こ
の
日
物
価
お
よ
び
賃
金
の
高
騰
を
抑
制
す
る
厳
命
が
、
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
に
通
達
さ
れ
た
。

▽
緊
急
政
策
第
五
一

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
十
日
の
一

必
要
物
資
の
価
格
お
よ
び
各
種
労
役
の
賃
金
を
統
制
す
る
よ
う
、
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
会
頭
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
に
命

じ
る
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勅
令

（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
第
二
項
目
ノ
十
二
）
本
年
十
月
の
価
格
を
超
え
ぬ
よ
う
、
パ
ン
屋
、
雑
貨
店
、
職
人
、

雑
役
夫
に
規
制
す
る
布
告
の
掲
示
を
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
に
命
じ
る
勅
令
）

【
勅
令
】

謹
告
。

国
王
陛
下
に
お
か
れ
て
は
つ
ぎ
の
ご
と
き
状
況
を
聴
聞
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
ン
屋
、
雑
貨
店
、
職
人
、
雑
役
夫
が
、
今

次
の
震
災
を
不
遜
に
も
悪
用
し
、
神
の
掟
と
王
国
の
法
律
、
さ
ら
に
は
本
年
十
月
の
価
格
を
厳
守
さ
せ
る
緊
急
政
策
に
背
い
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
必
要
物
資
の
販
売
、
あ
ら
ゆ
る
役
務
と
作
業
の
負
担
を
め
ぐ
り
、
法
外
な
支
払
を
住
民
に
強
要
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
そ
の
た
め
不
埒
な
輩
が
暴
利
を
博
す
る
前
に
、
リ
ス
ボ
ン
近
郊
の
全
集
落
に
さ
き
の
布
告
を
即
刻
掲
示
し
、
本
年
十

月
の
価
格
を
超
え
る
請
求
を
是
正
す
る
こ
と
、
ま
た
法
外
な
支
払
買
い
手
に
超
過
分
を
返
済
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
王
都
清
掃

四
ヵ
月
の
懲
役
を
科
し
、
一
〇
ト
ス
タ
ン
以
下
の
暴
利
に
は
相
応
の
体
罰
に
処
す
る
こ
と
を
、
国
王
陛
下
は
（
リ
ス
ボ
ン
市
庁

参
事
会
会
頭
）
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
に
命
じ
ら
れ
た
。
貴
官
に
神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
十
日

ベ
レ
ン
王
宮
に
て

（
国
務
尚
書
）
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
・
エ
・
メ
ロ

Freire,M
em

orias
das
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Providencias

,pp.74-75.
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（
ア
レ
グ
レ
テ
侯
爵
閣
下
）

①

緊
急
政
策
第
五
一
で
指
令
さ
れ
る
物
価
の
統
制
は
、
食
糧
の
確
保
や
流
通
と
と
も
に
従
来
か
ら
リ
ス
ボ
ン
市
政
の
重
要
な
業
務
で

あ
っ
た
。
さ
き
に
参
照
し
た
と
お
り
ベ
ル
ギ
ー
の
歴
史
学
者
ピ
レ
ン
ヌ
は
、
自
由
都
市
の
も
っ
と
も
称
賛
す
べ
き
事
業
と
し
て
、
食

糧
の
供
給
、
疾
病
の
防
止
、
市
街
の
整
備
等
の
自
治
的
な
行
政
を
枚
挙
し
た
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
け
る
都
市
機
能
と
市
政
の
責
務
に

つ
い
は
、
パ
ウ
ロ
・
フ
レ
イ
レ
の
学
位
論
文
「
十
八
世
紀
リ
ス
ボ
ン
の
自
治
行
政
」
に
委
細
な
考
察
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
論
文
は
二

〇
一
二
年
リ
ス
ボ
ン
大
学
へ
提
出
さ
れ
、
翌
々
年
リ
ス
ボ
ン
古
文
書
館
の
研
究
紀
要
第
二
輯
第
一
号
に
主
要
部
分
が
収
録
さ
れ
た
。

イ
ベ
リ
ア
半
島
に
お
け
る
自
治
行
政
の
淵
源
と
市
庁
参
事
会
の
責
務
に
つ
い
て
、
フ
レ
イ
レ
は
ま
ず
左
記
の
ご
と
く
述
べ
る
。

都
市
と
い
う
社
会
機
構
は
中
央
な
い
し
地
方
の
権
力
に
保
護
さ
れ
る
倫
理
的
な
組
織
と
し
て
成
立
し
、
個
人
と
集
団
が
集
団

と
し
て
共
通
な
利
益
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
市
場
、
建
築
、
公
衆
衛
生
は
都
市
機
能
の
伝
統
的
な
領
域
と
さ
れ
、
公
共

の
場
に
お
け
る
活
動
と
取
引
に
、
イ
ベ
リ
ア
半
島
で
は
古
来
の
制
度
と
し
て
自
治
行
政
が
運
用
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
規
制
の
主

体
は
自
由
都
市
の
市
政
官
で
あ
り
、
イ
ス
ラ
ム
統
治
時
代
の
役
人
や
ロ
ー
マ
帝
国
の
執
政
官
に
遡
る
。
こ
れ
ら
の
行
政
官
は
食

糧
を
都
市
に
供
給
し
、
商
品
の
定
価
を
決
め
る
と
と
も
に
、
市
内
の
交
通
を
制
御
し
、
給
水
の
設
備
を
整
え
、
公
衆
衛
生
の
監

視
と
維
持
に
努
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
の
企
画
と
助
成
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉
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人
心
の
掌
握
を
意
図
す
る
国
王
は
、
権
力
集
中
の
一
環
と
し
て
都
市
の
行
政
を
当
初
は
指
令
し
た
。
住
民
の
増
加
に
つ
れ
て

こ
の
権
限
は
都
市
に
移
行
す
る
。
リ
ス
ボ
ン
で
は
ア
フ
ォ
ン
ソ
四
世
の
治
世
に
自
治
行
政
が
都
市
の
機
構
に
組
み
込
ま
れ
、
参

事
会
の
所
管
と
な
っ
た
。
な
お
、
一
一
四
九
年
ア
フ
ォ
ン
ソ
・
ヘ
ン
リ
ッ
ク
国
王
が
リ
ス
ボ
ン
に
与
え
た
特
認
勅
書
で
は
、
王

権
に
よ
る
統
治
を
維
持
し
つ
つ
も
、
都
市
共
同
体
に
自
治
的
な
役
員
選
出
を
認
め
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
。
ま
も
な
く
こ
う

し
た
権
限
は
サ
ン
タ
レ
ム
と
コ
イ
ン
ブ
ラ
を
は
じ
め
、
他
の
諸
都
市
に
も
ま
も
な
く
普
遍
的
と
な
っ
た
。
中
世
を
通
じ
て
参
事

会
に
は
二
種
の
執
行
委
員
か
ら
成
り
、
市
民
と
貴
紳
か
ら
本
委
員
が
選
出
さ
れ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
に
よ
っ
て
任
期
一
ヵ
月
の

臨
時
委
員
が
推
挙
さ
れ
る
。
近
代
に
至
り
マ
ヌ
エ
ル
一
世
は
一
四
九
一
年
六
月
二
四
日
付
勅
書
で
「
都
市
環
境
の
整
備
と
公
衆

衛
生
の
保
持
の
た
め
」、
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
が
恒
常
的
に
市
政
委
員
を
選
出
す
る
よ
う
定
め
た
。

パ
ウ
ロ
・
ダ
・
コ
ス
タ
・
フ
ェ
レ
イ
ラ
「
十
八
世
紀
リ
ス
ボ
ン
の
自
治
行
政
」

①

参
事
会
を
中
核
と
し
、
市
政
委
員
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
リ
ス
ボ
ン
の
行
政
は
、
市
場
管
理
、
建
物
の
築
造
、
市
街
の
整
備
、
公

衆
衛
生
の
四
部
門
を
主
要
な
業
務
と
す
る
。
な
か
で
も
食
糧
の
供
給
に
係
わ
る
自
治
的
な
市
場
管
理
に
つ
い
て
、
同
論
文
で
は
十
八

世
紀
の
事
績
が
詳
細
に
記
述
さ
れ
る
。
な
お
、
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飢
饉
の
発
生
と
い
う
脅
威
か
ら
、
住
民
の
福
祉
を
護
る
規
制
が
つ
ね
必
要
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
策
は
農
業
生
産
の
不
振
に

よ
る
経
済
の
変
化
に
備
え
る
た
め
で
も
あ
っ
た
。
（
歴
史
学
者
）
ジ
ョ
ゼ
・
ヴ
ィ
セ
ン
テ
・
セ
ラ
オ
が
解
明
し
た
と
お
り
、
一

七
〇
〇
年
代
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
種
々
の
要
因
、
す
な
わ
ち
農
業
に
適
さ
な
い
風
土
的
条
件
、
生
産
の
技
術
的
・
経
済
的
・
社

会
的
条
件
、
流
通
の
貧
弱
な
機
構
と
法
的
制
約
等
か
ら
た
え
ず
穀
類
が
不
足
し
た
。
か
か
る
時
代
背
景
の
な
か
で
リ
ス
ボ
ン
が

食
糧
の
確
保
に
お
い
て
例
外
的
に
恵
ま
れ
た
こ
と
は
、
地
方
の
諸
都
市
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
羨
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ポ
ル
ト

ガ
ル
王
権
は
深
刻
な
穀
物
暴
動
に
悩
ま
な
か
っ
た
。
市
場
の
規
制
こ
そ
こ
う
し
た
特
殊
性
を
可
能
に
し
た
と
、
ヌ
ノ
・
ゴ
ン
カ

ロ
・
モ
ン
テ
イ
ロ
は
説
明
す
る
。

六
部
門
に
わ
た
る
市
庁
参
事
会
の
責
務
、
す
な
わ
り
保
健
、
清
掃
、
肉
類
、
耕
作
地
、
自

治
市
政
の
な
か
で
、
市
場
の
運
営
に
対
す
る
直
接
の
関
与
に
よ
っ
て
自
治
市
政
は
、
規
制
の
機
能
を
遺
憾
な
く
遂
行
し
、
投
機

的
な
事
業
に
伴
う
価
格
の
高
騰
を
抑
制
し
て
、
必
需
品
を
首
都
に
充
分
供
給
で
き
る
体
制
を
維
持
し
た
。
こ
う
し
て
リ
ス
ボ
ン

参
事
会
は
自
治
行
政
の
一
環
と
し
て
、
司
法
機
関
の
認
可
な
し
に
は
小
麦
を
リ
ス
ボ
ン
市
外
へ
移
送
さ
せ
ぬ
よ
う
定
め
た
。
十

八
世
紀
中
葉
の
ロ
ン
ド
ン
と
同
じ
く
、
穀
物
独
占
業
者
を
神
に
も
と
人
に
も
仇
敵
と
み
な
す
市
場
の
慣
例
も
あ
っ
て
、
都
市
の

行
政
当
局
は
輸
出
品
へ
の
優
遇
を
廃
止
し
、
食
糧
不
足
の
時
期
に
は
輸
出
事
態
を
禁
止
し
た
の
で
あ
る
。

産
物
の
独
占
や
買
占
め
を
抑
制
す
る
た
め
、
リ
ス
ボ
ン
で
自
治
市
政
の
定
期
的
な
介
入
が
な
さ
れ
た
取
引
は
、
木
炭
の
リ
ベ

イ
ラ
埠
頭
陸
揚
げ
で
あ
る
。
積
荷
は
小
舟
に
よ
っ
て
こ
の
埠
頭
に
の
み
降
ろ
さ
れ
、
夜
間
の
作
業
は
禁
じ
ら
れ
た
。
投
機
家
の

策
謀
に
よ
る
密
輸
を
阻
止
し
、
支
障
な
く
首
都
へ
供
給
す
る
た
め
で
あ
る
。
ま
た
、
輸
入
を
認
可
さ
れ
た
貿
易
商
以
外
に
は
獣

類
の
積
荷
を
禁
止
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
取
引
が
自
治
行
政
に
よ
っ
て
監
査
さ
れ
、
発
送
の
許
可
と
切
符
を
授
け
ら
れ
る
。
到
着

し
た
商
品
は
運
搬
人
が
宛
先
を
明
示
し
た
申
請
書
を
自
治
市
政
に
提
出
し
、
市
庁
検
問
所
の
書
記
官
に
よ
り
決
裁
さ
れ
る
。
宛

先
へ
荷
物
が
届
く
と
、
買
い
手
で
あ
る
業
者
が
受
取
証
に
署
名
す
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
書
記
官
は
検
問
所
の
帳
簿
に
こ
の
取
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引
を
記
録
し
た
の
で
あ
る
。〈
中
略
〉

こ
う
し
た
条
例
を
執
行
す
る
た
め
に
、
行
政
官
は
毎
日
首
都
お
よ
び
近
郊
の
市
街
を
査
察
し
、
（
と
き
に
は
監
督
官
や
執
達

吏
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
。）
職
務
と
し
て
彼
ら
は
す
べ
て
の
商
店
と
作
業
場
を
巡
回
し
、
市
庁
の
許
可
証
を
提
示
さ
せ
、
商
品

の
重
量
と
個
数
を
点
検
す
る
の
で
あ
る
。
夏
期
（
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
）
は
午
前
六
時
よ
り
、
冬
期
（
十
月
一
日

か
ら
三
月
三
一
日
ま
で
）
は
午
前
七
時
よ
り
こ
の
巡
察
は
開
始
さ
れ
、
正
午
に
終
了
す
る
。
午
前
に
摘
発
さ
れ
た
違
反
は
、
午

後
審
理
に
供
さ
れ
、
午
後
二
時
か
ら
夕
刻
ま
で
審
議
が
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
自
治
行
政
を
週
毎
に
部
局
四
名
が
順
番
に
担
当

し
、
第
一
週
は
リ
ビ
エ
ラ
検
査
所
（
ノ
ミ
の
市
に
隣
接
）
、
第
二
週
は
リ
ス
ボ
ン
懲
戒
所
（
リ
ス
ボ
ン
港
懲
戒
所
を
含
む
）
、

第
三
週
は
ロ
シ
オ
検
査
所
（
フ
ィ
ゲ
イ
ラ
広
場
に
隣
接
）、
第
四
週
は
屠
畜
場
で
行
わ
れ
た
。〈
中
略
〉

十
八
世
紀
を
通
じ
こ
う
し
た
自
治
行
政
は
、
違
反
者
に
罰
金
を
科
す
ば
か
り
で
な
く
、
と
き
に
は
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

と
り
わ
け
一
七
一
二
年
十
月
五
日
に
リ
ス
ボ
ン
参
事
会
は
、
条
例
に
従
わ
ぬ
数
名
の
商
人
を
禁
固
の
刑
に
処
し
た
。

フ
ェ
レ
イ
ラ
、
前
掲
。

①

二
、
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
に
お
け
る
救
援
強
化
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セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
に
関
す
る
緊
急
政
策
と
し
て
は
、
す
で
に
十
一
月
五
日
当
地
の
軍
事
基
地
司
令
官
カ
ス
テ
ロ
ブ
ラ
ン
コ
曹
長
に
勅

令
が
発
せ
ら
れ
、
遺
体
の
処
理
、
犯
罪
の
摘
発
、
港
湾
の
管
理
等
が
命
じ
ら
れ
た
。
甚
大
な
震
災
に
よ
っ
て
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
の
行
政

部
局
が
機
能
を
停
止
し
、
救
援
活
動
と
危
機
管
理
の
統
率
が
、
軍
部
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
十
日
付
王
命
は
被
災
地
の
駐
屯

部
隊
を
強
化
す
べ
く
常
任
の
軍
事
司
令
官
に
加
え
て
、
よ
り
強
力
な
職
権
と
力
能
を
有
す
る
陸
軍
将
校
を
派
遣
す
る
も
の
で
あ
る
。

★
緊
急
政
策
第
五
二

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
十
日
の
二

セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
市
へ
の
救
援
活
動
を
統
括
す
る
た
め
、
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
を
派
遣
す
る
王
命

（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
第
七
項
目
ノ
四
）

ジ
ョ
ア
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
・
デ
・
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
に
発
せ
ら
れ

た
王
命
）

【
王
命
】

謹
白

至
高
な
る
仁
愛
を
も
っ
て
国
王
陛
下
は
、
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
市
を
包
む
極
度
の
苦
難
を
打
開
す
る
王
命
を
発
せ
ら
れ
、
ペ
ド
ロ
・

デ
・
ソ
ウ
サ
・
デ
・
シ
ャ
ス
テ
ロ
ブ
ラ
ン
コ
曹
長
に
こ
れ
を
転
送
す
る
よ
う
、
ジ
ョ
ア
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
・
デ
・
シ
ェ
ル
モ
ン

大
佐
に
命
じ
ら
れ
た
。
王
命
の
写
本
を
こ
こ
に
添
付
す
る
。

す
な
わ
ち
国
王
陛
下
に
お
か
れ
て
は
、
震
災
の
た
め
都
市
機
能
が
麻
痺
し
、
一
刻
の
遅
滞
も
許
さ
ぬ
危
機
に
あ
る
と
認
識
さ

れ
、
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
に
即
刻
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
市
に
出
向
し
、
王
命
に
記
載
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
緊
急
政
策
を
執
行
す
る
よ
う
命
じ
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ら
れ
た
。
ま
た
、
政
策
実
施
の
た
め
す
べ
て
の
権
限
を
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
に
委
任
し
、
シ
ャ
ス
テ
ロ
ブ
ラ
ン
コ
曹
長
も
こ
れ
を
補

佐
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。

同
市
が
正
常
に
復
す
る
ま
で
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
は
、
か
か
る
権
限
を
行
使
し
、
軍
部
の
将
兵
、
裁
判
所
の
司
法
官
、
官
、
市

庁
お
よ
び
倉
庫
の
公
吏
を
統
率
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
な
る
王
命
を
あ
ら
ゆ
る
関
係
部
署
の
書
類
に
転
記
し
、
こ
れ
と
抵
触

す
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
王
命
が
発
せ
ら
れ
る
ま
で
、
無
条
件
に
同
大
佐
の
命
令
に
委
ね
る
も
の
と
す
る
。
な
か
で
も
山

積
す
る
訴
訟
、
錯
綜
す
る
多
く
の
係
争
は
、
緊
急
政
策
の
執
行
を
遅
ら
せ
、
国
王
陛
下
の
御
意
に
背
く
些
事
と
判
断
さ
れ
た
い
。

貴
官
に
神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
十
日

ベ
レ
ン
王
宮
に
て

（
国
務
尚
書
）
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
・
エ
・
メ
ロ

（
ジ
ョ
ア
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
・
デ
・
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
殿
）

①

★
緊
急
政
策
第
五
三

発
令
一
七
五
五
年
十
一
月
十
日
の
三

（
フ
レ
イ
レ
編
『
緊
急
政
策
編
纂
』
第
七
項
目
ノ
五
）
ジ
ョ
ア
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
・
デ
・
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
に
発
せ
ら
れ

た
王
命
）
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【
王
命
】

謹
白

セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
市
の
漁
民
が
い
ま
だ
立
ち
直
れ
ず
、
王
権
に
指
示
さ
れ
た
方
策
に
よ
っ
て
も
、
宗
教
的
・
人
道
的
熱
情
に
よ
っ

て
復
興
へ
の
共
同
作
業
組
織
で
き
ぬ
状
況
に
鑑
み
て
、
本
日
国
王
陛
下
は
シ
ェ
ル
モ
ン
大
佐
へ
の
王
命
二
件
に
加
え
て
、
祖
国
救

済
の
た
め
全
員
の
一
致
協
力
を
急
務
と
し
て
厳
命
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
勅
令
に
よ
っ
て
一
定
の
期
間
す
べ
て
の
漁
民
は
シ
ェ
ル

モ
ン
大
佐
の
命
令
に
服
従
す
べ
く
、
ま
た
認
可
さ
れ
た
従
来
の
特
権
も
、
今
次
の
枢
要
な
責
務
に
抵
触
す
る
場
合
停
止
さ
れ
る
。

神
護
が
授
け
ら
れ
る
こ
と
を
祈
る
。

一
七
五
五
年
十
一
月
十
日

ベ
レ
ン
王
宮
に
て

（
国
務
尚
書
）
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
・
ジ
ョ
ゼ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
・
エ
・
メ
ロ

ジ
ョ
ア
ン
・
ア
レ
ク
サ
ン
ド
レ
・
デ
・
シ
ェ
ル
モ
ン

①

古
代
か
ら
漁
業
の
基
地
と
し
て
著
名
な
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
は
、
三
つ
の
地
域
か
ら
構
成
さ
れ
た
。
城
砦
を
擁
し
、
市
壁
に
囲
ま
れ
た

城
市
地
域
、
東
沿
岸
部
の
パ
ル
ハ
イ
ス
地
域
、
西
沿
海
部
の
ト
ロ
イ
ノ
地
域
で
あ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
王
権
に
よ
る
調
査
要
請
に
は
、
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市
内
の
教
区
か
ら
五
件
、
ま
た
近
郊
の
教
区
か
ら
二
件
の
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。
ソ
ー
サ
著
『
リ
ス
ボ
ン
地
震
ー
人
口
学
的
研
究
』

に
収
録
さ
れ
た
回
答
の
な
か
で
、
ア
ヌ
ン
シ
ア
ダ
教
区
お
よ
び
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
の
記
録
を
こ
こ
に
訳
出
す
る
。
ア
ヌ
ン

シ
ア
ダ
教
区
の
回
答
は
報
告
者
不
詳
に
し
て
比
較
的
短
文
で
あ
る
が
、
沿
海
部
の
被
害
を
的
確
に
表
現
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
回

答
を
集
録
し
た
地
震
学
者
ソ
ー
サ
は
、
同
教
区
の
死
亡
者
名
簿
を
検
索
し
、
大
地
震
の
犠
牲
者
と
し
て
六
八
名
（
う
ち
女
性
四
八

名
）
の
氏
名
を
列
記
す
る
。

セ
ト
ゥ
ー
バ
ル

ア
ヌ
ン
シ
ア
ダ
教
区

一
七
五
五
年
十
一
月
一
日
の
地
震
に
よ
っ
て
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
は
甚
大
な
被
害
を
蒙
っ
た
。
サ
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
教
区
お
よ
び

ア
ヌ
ン
シ
ア
ダ
教
区
が
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
。
カ
ル
モ
修
道
院
、
イ
エ
ス
ズ
会
コ
レ
ジ
オ
、
さ
ら
に
は
宮
殿
や
市
庁
な
ど
大

建
造
物
の
大
半
が
微
塵
に
砕
か
れ
、
修
復
困
難
で
あ
る
。

地
震
に
連
動
す
る
嘯
波
が
、
万
物
の
創
造
主
に
築
か
れ
た
堤
防
を
突
破
し
、
数
度
陸
地
に
氾
濫
し
て
、
各
地
で
建
物
の
一
階

に
浸
水
し
た
。
被
害
が
と
く
に
甚
大
で
あ
っ
た
の
は
、
ト
ロ
イ
ノ
地
区
と
フ
ォ
ン
テ
イ
ン
ハ
地
区
で
あ
る
。
大
地
の
震
動
と
と

も
に
さ
ま
ざ
ま
な
地
盤
沈
下
が
発
生
し
、
大
量
の
水
が
噴
出
し
た
。
こ
れ
な
る
災
厄
の
日
多
数
の
住
民
が
、
あ
る
い
は
倒
壊
し

た
家
屋
の
下
で
息
絶
え
、
あ
る
い
は
怒
濤
の
襲
来
で
溺
死
し
た
。
火
災
に
よ
る
被
害
も
多
大
で
あ
っ
た
。

Pereira
de

Souss,
O

Terrem
oto

do
1.

de
N

ovem
bre

de
1755

em
Portugal

e
um

Estudo
dem

ografico,
V

olum
e

III,

①

pp.819-820.

48/52

教
区
地
区
の
戸
数
八
〇
二
に
し
て
、
人
口
は
成
人
三
二
二
三
名
、
未
成
年
二
八
三
名
で
あ
る
。
①

サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
も
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
港
に
近
く
、
海
鮮
市
場
な
ど
繁
華
街
を
擁
す
る
地
域
で
あ
る
。
同
教
区
か
ら
の
回

答
は
司
祭
マ
ヌ
エ
ル
・
ペ
レ
イ
ラ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ
に
よ
る
詳
細
な
調
査
で
あ
り
、全
市
の
被
災
状
況
を
も
付
記
さ
れ
て
い
る
。

セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
市
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
の
震
災
調
査

一
七
五
五
年
十
一
月
一
日
の
地
震
に
よ
っ
て
こ
の
地
域
全
体
が
甚
大
な
被
害
を
蒙
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
市
街
に
お

い
て
家
屋
が
倒
壊
し
、
持
ち
堪
え
た
建
物
も
み
な
著
し
く
損
傷
し
て
、
修
復
を
必
要
と
す
る
。
教
会
と
修
道
院
の
被
害
は
と
く

に
深
刻
と
報
告
さ
れ
、
サ
ン
・
ド
ミ
ン
ゴ
ス
教
会
で
は
ま
ず
礼
拝
堂
が
全
壊
し
た
。
壮
麗
な
ド
ー
ム
が
地
に
墜
ち
、
側
廊
も
倒

壊
し
た
た
め
、
破
壊
の
甚
大
さ
と
資
金
の
払
底
に
よ
り
、
再
建
が
困
難
で
あ
る
。

同
じ
く
ア
ウ
グ
ス
チ
ヌ
ス
修
道
院
も
多
大
の
被
害
を
受
け
た
が
、
そ
の
後
修
復
さ
れ
た
。

同
じ
く
多
大
の
被
害
を
受
け
た
イ
エ
ス
ズ
会
コ
レ
ジ
オ
で
は
、
講
堂
と
教
会
の
天
井
が
す
べ
て
崩
れ
落
ち
、
北
側
の
僧
坊
に

通
じ
る
廊
下
の
垣
根
を
打
ち
砕
い
た
。
た
だ
し
、
小
聖
堂
は
破
壊
を
免
れ
、
若
干
の
補
修
を
し
て
い
ま
は
教
会
の
代
用
と
し
て

役
立
つ
。
コ
レ
ジ
オ
本
館
の
障
壁
と
屋
根
も
多
大
の
被
害
を
受
け
た
が
、
極
力
修
復
に
努
め
て
い
る
。
も
と
も
と
別
の
場
所
に
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新
た
な
教
会
を
建
て
る
計
画
を
有
し
、
そ
こ
に
神
父
た
ち
の
居
室
を
は
じ
め
、
食
料
貯
蔵
庫
と
葡
萄
圧
搾
器
を
備
え
た
食
堂
兼

厨
房
、
さ
ら
に
は
若
者
や
学
生
の
教
育
施
設
を
建
設
す
る
予
定
で
あ
っ
た
。
神
父
全
員
の
尽
力
は
も
と
よ
り
、
住
民
の
多
様
な

協
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
コ
レ
ジ
オ
本
部
と
修
練
所
も
修
復
さ
れ
た
。

同
じ
く
ド
ミ
ニ
コ
会
サ
ン
・
ジ
ョ
ア
ン
修
道
院
も
相
当
な
被
害
を
受
け
、
教
会
に
つ
い
て
は
中
央
祭
壇
と
側
廊
が
完
全
に
崩

れ
墜
ち
、
内
陣
も
酷
く
破
壊
さ
れ
た
。
ま
た
修
道
院
の
西
半
分
が
居
住
困
難
と
な
り
、
病
棟
と
厨
房
も
同
じ
様
相
を
呈
し
た
た

め
、
修
道
女
た
ち
は
裏
庭
に
張
っ
た
テ
ン
ト
小
屋
へ
避
難
し
た
。
聖
儀
を
支
障
な
く
営
め
る
よ
う
、
祭
壇
と
側
廊
は
す
で
に
修

復
さ
れ
た
。
資
金
お
よ
び
献
金
の
不
足
に
よ
っ
て
、
破
壊
さ
れ
た
修
道
院
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
ブ
ラ
ジ
ル
修
道
会
か
ら
送
ら

れ
る
多
額
の
献
金
が
い
ま
だ
届
か
ず
、
修
道
院
の
所
得
だ
け
で
は
司
祭
へ
の
手
当
支
給
も
苦
し
い
現
状
に
あ
る
。

ま
た
、
他
の
教
区
で
も
泉
水
地
区
の
主
要
な
建
造
物
、
慈
愛
教
会
と
同
施
療
院
、
サ
ン
ト
・
ア
ン
ト
ニ
オ
教
会
、
カ
ル
メ
ル

会
の
跣
足
教
会
・
修
道
院
、
ト
リ
ニ
テ
会
新
修
道
院
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
、
多
数
の
教
区
司
祭
は
被
災
し
た
。
も
サ
ン
・
セ

バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
の
四
修
道
院
と
同
じ
く
、
こ
れ
ら
も
修
復
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
。

サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
教
会
の
様
相
に
戻
る
。
ま
ず
突
塔
の
円
蓋
が
墜
落
し
、
階
梯
は
大
き
く
割
れ
、
セ
ラ
・
ダ
・
ア

ラ
ビ
ダ
の
十
字
像
と
台
輪
も
倒
れ
た
。
南
側
で
は
望
楼
の
壁
面
が
地
盤
か
ら
崩
れ
、
礼
拝
堂
の
石
造
拱
門
も
破
壊
さ
れ
た
た
め
、

修
復
困
難
で
あ
る
。
同
じ
く
あ
る
教
会
の
側
柱
と
戸
枠
、
聖
器
収
納
室
の
入
口
と
側
廊
へ
の
門
口
が
瓦
解
し
た
。〈
中
略
〉

以
上
の
ご
と
き
被
害
に
の
た
め
、
破
損
の
さ
ら
な
る
拡
大
を
防
ぐ
具
べ
く
、
こ
れ
な
る
教
会
を
早
急
に
修
復
す
る
必
要
が
感

じ
ら
れ
る
。
壁
面
は
す
べ
て
金
色
の
木
彫
で
飾
ら
れ
、
天
井
に
は
高
貴
な
絵
画
が
描
か
れ
、
三
千
ク
ル
ザ
ー
ド
以
上
の
被
害
と

思
わ
れ
る
。
礼
拝
堂
が
風
雨
に
曝
さ
れ
る
毎
に
、
悲
哀
と
痛
恨
を
感
じ
る
の
は
、
教
区
の
住
民
の
み
で
は
な
い
。、
現
地
民
に

も
旅
行
者
も
喜
悦
と
感
嘆
を
抱
か
せ
る
に
は
、
教
会
を
立
派
に
修
復
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
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サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区

所
帯
数
一
一
四
八
、
住
民
四
四
五
八
人
、
秘
蹟
未
了
二
〇
〇
人
弱

教
区
司
祭
マ
ヌ
エ
ル
・
ペ
レ
イ
ラ
・
デ
・
カ
ル
ヴ
ァ
リ
ョ

一
七
五
五
年
の
地
震
に
よ
る
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
区
犠
牲
者
一
覧

（
サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
会
昇
天
者
台
帳
一
七
三
七
年
─
一
七
六
二
年
よ
り
）

サ
ン
・
ジ
ュ
リ
ア
ン
教
区
司
祭
ジ
ョ
ゼ
神
父

サ
ン
・
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
教
会
宝
物
係
ペ
リ
ラ
・
レ
ア
ル

ジ
ョ
ア
ン
・
ト
マ
ス
・
ダ
・
シ
ル
バ
神
父

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ド
・
ブ
ル
ハ
リ
ョ
・
コ
ス
タ

ジ
ョ
ゼ
ハ
・
テ
オ
ド
ラ
（
ゲ
ル
バ
ジ
オ
・
フ
ェ
レ
イ
ラ
の
妻
）

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ロ
ペ
ス
・
ヘ
リ
ン
ホ
博
士

ジ
ョ
ア
ン
・
コ
ス
タ

マ
リ
ア
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス

ジ
ョ
ア
ン
ナ
・
バ
チ
ス
タ

ジ
ョ
ゼ
・
ヨ
ハ
キ
ム

マ
リ
ア
（
ジ
ョ
ゼ
・
ヨ
ハ
キ
ム
の
娘
）
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ト
マ
ジ
ア
・
ミ
ハ
エ
ラ
閣
下

書
記
官
ハ
ウ
ス
チ
ナ

ア
ゲ
ラ

フ
ラ
ン
シ
ス
・
テ
レ
ー
ザ
様
（
ソ
ア
レ
ス
・
セ
ッ
ラ
オ
大
尉
の
寡
婦
）

フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
・
ロ
ザ

ジ
ョ
セ
フ
ァ
・
マ
リ
ア
（
寡
婦
）

ア
ン
ト
ニ
ア

エ
ン
カ
ル
ナ
カ
オ

ト
マ
ジ
ア
・
ル
イ
ザ

リ
タ
（
召
使
）

ア
ン
ト
ニ
オ
・
ア
ン
ト
ュ
ネ
ス
大
尉

ク
ス
ト
デ
ィ
オ
・
コ
レ
ア
（
セ
ト
ゥ
ー
バ
ル
行
政
官
）

①
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